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建設水道委員会記録 
 

○開催日時 

平成２６年３月１７日 午前１０時１８分～午後２時５７分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人） 

   委 員 長  福 田 俊一郎 

   副委員長  小田原 勇次郎 

   委  員  上 野 一 誠 

委  員  橋 口 博 文 

委  員  大田黒   博 

委  員  持 原 秀 行

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員

   委  員  瀬 尾 和 敬 

   委  員  井 上 勝 博 

委  員  谷 津 由 尚

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   建 設 部 長  泊   正 人 

   建 設 維 持 課 長  永 田 一 朗 

   天辰区画整理推進室長  川 畑   稔 

   入来区画整理推進室長  堀ノ内 美 年 

 温泉場地区グループ長  市 川 鉄 哉 

建 築 住 宅 課 長  今 井 裕 介 

用 地 課 長  植 村   豊 

 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   議 事 調 査 課 長  道 場 益 男 

   議 事 グ ル ー プ 長  瀬戸口 健 一 

議 事 グ ル ー プ 員  上 川 雄 之 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第４４号 平成２６年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予算 

議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

天 辰 区 画 整 理 推 進 室 

議案第４６号 平成２６年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計予算 

議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

入 来 区 画 整 理 推 進 室 

議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 築 住 宅 課 

議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

用 地 課 

議案第３５号 薩摩川内市港湾管理条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３６号 市道路線の廃止及び認定について 

議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 維 持 課 

───────────────────────────────────────── 
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   △開  会 

○委員長（福田俊一郎）ただいまから、１４日

に引き続き建設水道委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、審査日程に基づき天辰区画整

理推進室から審査を行います。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長に

おいて随時許可をいたします。 

────────────── 

△天辰区画整理推進室の審査 

○委員長（福田俊一郎）それでは、天辰区画整

理推進室の審査に入ります。 

────────────── 

△当初予算の概要説明 

○委員長（福田俊一郎）まず、部長に当初予算

の概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、７日の会議

に引き続きまして、残り３課２室の審査のほうを

よろしくお願いを申し上げます。 

 天辰区画整理推進室でございますけれども、現

在のところ順調に事業のほうは進んでおります。

大分、二地区との地区界のほうに近づいてまいり

まして、今後、立山川、三堂川等の整備、あと、

田麦公園等の整備に入ってまいります。 

 また、二地区との境で崖地になっているところ、

あるいは、浸水の恐れのあるところなどにつきま

しては、すり合わせの関係で事業を進めていくこ

とになってまいります。 

 また、二地区の準備ということで、環境影響評

価の調査とか、都市計画の変更などの事務手続も

入ってまいります。 

 詳細につきましては、室長のほうで説明がござ

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

────────────── 

△議案第４４号 平成２６年度薩摩川内市

天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予

算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

４４号平成２６年度薩摩川内市天辰第一地区土地

区画整理事業特別会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）それで

は、議案第４４号平成２６年度薩摩川内市天辰第

一地区土地区画整理事業特別会計について御説明

申し上げます。 

 予算内容につきましては、歳出のほうから御説

明申し上げますので、予算調書の２９０ページを

お開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費は、天辰第一

地区土地区画整理事業に係る経費として４億

９,７０４万６,０００円を計上しております。経

費の主な内容でございますが、一般職９名分の給

与費及び建物等補償業務担当として、建築士業務

嘱託員の報酬ほか事業実施に伴う建物等調査、各

種測設測量業務委託を８６３万５,０００円、道路

築造工事、橋梁整備工事ほか建物移転先の造成工

事費に３億１,９５０万円、職員厚生会負担金６万

９,０００円、田麦公園給水負担金１５万円、建物

等移転補償費に９,４９０万円を計上しております。 

 次に、同じく２９０ページの下の欄でございま

す。 

 ２款１項１目公債費元金は、天辰第一地区土地

区画整理事業で借り入れた長期債の償還元金に係

る費用でございまして、３億３５８万円を計上し

ております。 

 次に、２９１ページをお開きください。 

 ２款１項１目長期債償還利子は、天辰第一地区

土地区画整理事業で借り入れた長期債の償還利子

であり、３,４９３万４,０００円を計上しており

ます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。予算

調書の２８９ページをお開きください。 

 １番目の１款１項１目事業収入５,０００万円は

保留地処分金収入を計上しております。 

 ２番目の３款１項１目国庫補助金１億３８０万

円は、土地区画整理事業費補助金で、事業費に充

当される補助金は活力創出基盤整備事業が５５％

でございます。市街地整備事業が４０％となって

おります。 

 ３番目の４款１項１目県補助金でございますが、

４１０万円は土地区画整理事業補助金で、県管理

道路整備に係る補助金を計上しております。 

 ４番目の５款１項１目一般会計繰入金６億

３,２０５万９,０００円は、国庫補助金及び市債

の充当額を除いた天辰第一地区土地区画整理事業

費、及び、２、長期債の償還元金及び利子に充当

する一般会計から繰入金であります。 
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 ５番目の８款１項１目土地区画整理事業債

４,５６０万円は、国庫補助金に係る合併特例債で

あり、充当率は９５％となっております。 

 ６番目の９款１項１目土木使用料１,０００万円

は、電柱等の道路整備に伴う行政財産使用料とし

て収入するものであります。１,０００円、済みま

せん、失礼しました。 

 次に、地方債について御説明申し上げます。予

算書、予算に関する説明書の２７６ページをお開

きください。 

 第２表地方債では、当該土地区画整理事業に伴

う合併特例債を借り入れることから、地方債の限

度額、起債の方法、利息、償還の方法について表

に記載のとおり定めるものであります。 

 以上で説明を終わりますが、平成２６年度の事

業概要について、図面にて説明させて……。済み

ません、申しわけないです。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 質疑願います。 

○委員（小田原勇次郎）１点だけ。この当初に

関連してということで。今後のこの区画整理と関

連して今後の流れ。今後は第二も予定されている

でしょうし、河川改修も今度は大小路側の引き堤

が終った後は、河川整備も計画されていくでしょ

うから。大まかなそこあたりの流れ、何年という

わけじゃなくていいですから、こういう流れでい

く方向性という部分だけちょっと御説明を願えま

せんか。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）この後、

図面にて御説明する予定だったんですけれども、

本年度、平成２６年度に第二地区の、先ほど部長

が説明されました環境影響調査と都市計画に向け

ての事業を、計画を進めていきたいというような

形でおります。 

 それで、平成２６年度に公聴会並びに地元説明

会をしまして、平成２９年度から本格的に二地区

を着工していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○委員（上野一誠）ちょっと私も小田原委員と

同じような質問をしたかったんですが。先ほど部

長が二工区の地区界、そういうところまで入って

きましてという冒頭の中で、今回、平成２６年度

の予算がなされて、進捗が平成２６年度を終えて

どういうところまで行くのか。 

 それと、先ほど言われた川内川右岸、天辰の右

岸側だと思うんですが、これが川内川は国との関

係があるので、この事業に当たって国と協定書を

結ぶということになる。結んであるのかないのか

わからんですが、事業計画にのっとった国との協

定書がどうなのか。 

 それと、もう一点は、資金計画はどうなってい

るか。それを少し説明いただけませんか。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）現在の

ところ、二地区につきましては、施工面積５２ヘ

クタールで計画しております。これにつきまして

は、議員もお示しのとおり、河川改修と並行にい

くということで、国とは事前に協議を行っている

わけですが、今の現段階での事業費としては

９０億円を予定しております。 

 それから、公共施設管理者負担金でございます

が、河川に当然かかわる分ですが、１９億

５,０００万円で現段階では計画しているところで

ございます。 

 それから、保留地処分金が４億６,０００万円程

度、単独費が４８億５,０００万円ということで考

えておりまして、現在の状況としましては、環境

影響評価の調査等をしまして、地元とも説明会等

を開いておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（上野一誠）答弁の方向性が全然違って

いる。質問の趣旨は、わかってますか。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）天辰第

一地区の進捗率でございます。２月２８日現在で

８５.３％でございます。 

 それから、移転補償にかかわる建物でございま

すが、あと２棟ありますけども、９９.５％でござ

います。 

○委員長（福田俊一郎）進捗率は、それは予算

ベース、それとも工期ですか。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）事業費

ベースで、８５.３％です。 

○委員（上野一誠）いや、それと、さっきは

５２ヘクタール、総額約９０億円と、第二工区を

言われたんだけど、現段階では国との協定書はま

だ結んでいないという理解でいいのかな。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）はい、

まだ結んでおりません。 
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○委員（上野一誠）最後のその資金計画をちょ

っと見せてもらえませんか。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）先ほど

も説明しましたけど、収入につきましては９０億

ということで、財源内訳につきましては、国庫補

助金が１７億５,０００万円……。 

○委員（上野一誠）委員長、答弁中だけど、資

金計画は、いろんな各段で出ているので、もうそ

れを今ぱっと言われたってわからんから、ちゃん

とつくったものがあれば、それをくださいよとい

う意味なんです。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）のちほ

ど。わかりました。 

○委員長（福田俊一郎）じゃ、お願いします。 

 ほかにありませんか。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）それでは、委員外議員、

ございませんか。よろしいですか。 

○委員長（福田俊一郎）協議会に移します。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時３１分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後１０時３１分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）本会議に戻します。 

質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました議案第３７号平成２６年度薩摩川

内市一般会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）議案第

３７号平成２６年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、天辰区画整理推進室に係る一般会計予算の歳

出について御説明申し上げますので、予算調書の

１９８ページをお開きください。 

 ８款５項３目土地区画整理総務費は、天辰第二

地区調査業務委託及び天辰第一地区土地区画整理

事業特別会計に対する繰出金にかかわる経費であ

り、事業費は６億５,２１２万６,０００円を計上

しております。 

 経費の主な内容は、まちづくり情報交流協議会

負担金３万円、都市再生整備計画事業研修負担金

４,０００円ほか、天辰第一地区土地区画整理事業

特別会計繰出金の６億３,２０５万９,０００円を

計上しております。 

 また、天辰第二地区の都市計画決定に向け、環

境影響評価準備書、都市計画決定図書等の修正業

務を２,０００万円計上しております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）これより質疑に入りま

す。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）天辰第一、第二を含めて、

日ごろから持原委員のほうでいろんな意見は、も

う言っていただいていますけど。地域の声をやは

り代表しながらいろいろ言っていらっしゃるんで

すが。第二については、やはり換地計画というの

がいろいろな懸念をされたり、やっぱりどういう

形で換地計画をつくるかということが地域の理解

度というか、そういう意味もあるので、十分そう

いうところも含めて地域の人たちとの意見を集約

された計画書ができますように、意見、要望とし

て上げておきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）意見、要望でございま

す。 

 ほかにございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。よろ

しいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 
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 ここで、議案第３７号一般会計予算の審査を一

時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

 当局からの報告はありませんか。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）それで

は、平成２６年度の事業概要について、図面にて

説明させていただきたいのですが、よろしいでし

ょうか。 

○委員長（福田俊一郎）どうぞ。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）それで

は、平成２６年度の天辰地区の説明をさせていた

だきます。 

[川畑室長が前方の図面に移動] 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）図面の

ほうです。色を塗ってある部分につきましては一

応完了しておりますが、先ほども部長からお話が

ありましたが、三堂川、立山川が昨年、平成

２５年度、ほとんど整備が済みまして。今度は周

辺なんですが、非常に難航していたところでござ

いますが、一応スムーズに進んでおります。 

 それから、現在、立山川のところで、工事を発

注しておりまして、一応、契約繰り越しというよ

うな形になっております。平成２６年度につきま

しては、この赤の部分なんですけども、第２立山

橋を先にかけたいと。当初の予定では、新立山橋

の上部工をかける予定だったんですが、今年度、

右岸側の下部工の工事を行っておりますが、迂回

路がないということから、先に第２立山橋の工事

をしようということで、平成２６年度、第２立山

橋を施工しまして、こちらの山沿いのほうの道路

をこちらに通して、それから平成２７年度、新立

山橋の上部工をつけるというような形になってお

ります。 

 それと、この第２三堂橋につきましては、二地

区との兼ね合いがありまして、若干、時間的な理

由から、本年度、この部分だけ暫定的にボックス

を入れまして、この河川をこちらのほうに切りか

えて、最終的に黄色の部分も整備を進めていきた

いということで。宅地としましては、この色を塗

ってある箇所を中心に整備を進めていきたいとい

うふうに考えております。 

 それから、建物移転につきましては、ここにあ

る建物なんですけれども、１件だけ本年度契約を

進めていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 それから、都市計画道路の坊ノ下線でございま

すが、ここについても現在、工事を発注している

ところでございます。 

 それから、先ほど部長が話をされました一地区

と二地区の境のところが１５メートルぐらいの段

差がつくんですけれども、二地区が進まないこと

には、なかなかここが事業的に難しいということ

で、本年度、平成２６年度に都市計画決定をする

に当たり、地権者の意見を聞きたいということで、

今、職員と関係者のところを当たりまして、状況

説明をしていきたいと。地元説明に入る前に事前

に状況説明をしていって、その中で、もう待てな

いという話があれば、市有地と入れかえたりし、

保留地と入れかえたりというような対策をとって

いこうというふうに考えているところでございま

す。 

 それから、田麦公園につきましては、現在、移

転先の整備が済みましたもんですから、随時こっ

ちへ移転していただいておりまして、それが済み

ました後、公園をつくるという形で本年度予算を

計上させていただいたところでございます。 

 それから、天辰寺前古墳につきましては、文化

課の執行委託をしているんですが、７,５００万ぐ

らいの予算を計上しておりまして、現在、

２,５００万使っております。 

 ただ、文化財の兼ね合いで、なかなか順調に進

まないということで、残りの分については繰り越

しをさせていただいて、２６年度内に完成をしよ

うということであります。この赤のところの建物

が１軒ですが、現在、移転の手続をしていまして、

移転した後、外周の整備を進めていくというふう

な考えでございます。 

 それから、残りの建物補償２カ所のうち、ここ

の碇山のところの建物が１棟残るんですけども。

相続の問題で若干時間がかかっていましたが、今

月の初めに弁護士の方から連絡がありまして、相

続関係がうまくいったということで、今、私たち

においては遺産分割協議を進めながら、できれば

平成２７年度計画したいということで、ことしの

委託料の中で建物調査を進めていきたいというふ
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うに考えております。 

 それから、笹脇墓地につきましては、現在、墓

地管理組合と協議を進めていっているわけですが、

ここにつきましても本年度ある程度の形をつくっ

て、地権者の同意を得ながら、来年度以降整備を

進めていけばどうかなというふうに考えておりま

す。 

 それから、大明神・皿山線の右側の歩道でござ

いますが、これは特殊タイル張りの工事等を考え

ておりまして、予算の範囲内で進めていきたいと

いうふうに考えているところです。 

 それから、先ほどの二地区の件ですけれども、

県のほうと事前に協議をしているんですが、順調

にいけば平成２９年度に河川公管金の契約を進め

ていければなと。平成２６年度、都市計画決定を

しまして、その後、事業計画並びに、先ほど上野

委員からありました仮換地の協議ということで、

市有地を外周にできるだけつけて整備ができるよ

うな形で、こちらのほうも考えていきたいという

ふうに思っているところでございます。 

 また、当然、河川等の高さがありますので、こ

こもまた第一地区との高さで大体平行に進めてい

くということと、皿山の市有地がありますので、

市有地も活用しながら、減歩の調整ということ。

あと、区域の決定につきましても、部分的には分

筆しながらでも入れ込まなくちゃいけないかなと

いうことで、この５２ヘクタールの案ですけども、

この辺も微妙に調整せざるを得ないかなというこ

とで考えているところで、また、二地区につきま

しては、あくまでも計画案でございまして、今か

ら地元と話しながら進めていくということで、で

きれば平成２６年度に議会の方とも説明をさせて

いただき、地元説明をさせていただいたあと、

県・市の都市計画審議会の同意を得まして進めて

いくというふうな形になろうと思いますので、ど

うぞ、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たけれども、質疑に入ります。 

 御質疑願います。平成２７年度の分までの説明

でしたけれども、何かありましたら。 

○委員（小田原勇次郎）冒頭の部分については、

もうるる御説明をいただきましたので、質疑とい

うよりは、今の各建設委員の皆さん方の反応を見

ておりましたら、これは特会の後に、特会を議決

する前に説明を受けるべき案件かなというような

御意見があられるようですから。今後は、今の説

明は特会説明の後に説明をしていただいて、それ

から質疑という形をとるような説明が望ましいの

かなというふうに思ったところでありました。よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）意見でございます。ほ

かにないですか、よろしいですか。 

○委員（持原秀行）一言、言わないとと思いま

して。実は、今どんどん区画整理をされて一工区

のほうで、どんどん宅地化されて、分譲をされて、

みんなどんどん家が建ってきています。本当に皆

さん方が一生懸命仕事をされて、宅地化されて、

立派な宅地化をされておりますので建ってきて、

三堂自治会は、もう前とすれば相当の戸数がふえ

て、人口もふえてきているようであります。おか

げさまで、先月新しい自治会館も新築、落成しま

して、４月から皆さん方に公開するということに

なりました。 

 そこで、１点だけちょっとお願いがあるんです

が。今、どんどん宅地化がされて家が建ってきて

いるんですが、そこで、やっぱり工事をされる事

業者の方々の、その建築車両のあり方、とめ方で

すね。まだ規制が入らないんですか。交差点

５メーター以内にもう右だろうが、左側だろうが

とめてあるんです。非常に通行に支障を来す、危

ないというところが多々見受けられるもんですか

ら。やはり、そういう建築確認も入った中におい

ても、そこの中で協議も、絶対、建てますからと

区画整理にも来るでしょうから、そのときの注意

として、しっかりとその交通事故対策、あるいは、

車両をしっかりとやっぱり左側にとめる。交差点

から５メーター以内にとめない。これはもう基本

だと思うんです。 

 こういう中のやっぱりパトロールもちょこちょ

こされているようでありますから。そういうとこ

ろも気をつけて指導をしていただきたいなという

ふうに思います。 

 なかなか地元の住民としては言えないというと

ころがありますので、その点については、地元の

業者であれば言えるんですけれども、ほとんどが

市外の業者が来ておりますので。なかなか言えな

いというところもありますから、そういうところ
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をもうちょっと気をつけて、パトロールとか、現

地指導なりしていただきたいということを要望し

ておきたいと思います。 

○建設部長（泊 正人）ただいまの建築の業者

さんの話も含めてだと思いますので、今後、市が

発注している側の業者さん、今、持原委員が言わ

れたほうと一緒に、また建築住宅課とも点検をし

て、そういう指導には徹底していきたいと思いま

す。 

○委員長（福田俊一郎）よろしくお願いいたし

ます。ほかにございませんでしょうか。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）今の件

について、同じく、地元の業者につきましては月

曜日に協議会を開いて行っていますので、部長が

申されたとおり、今後は７２条申請等が上がって

きた段階で業者等もわかりますので、指導してい

きたいというふうに思います。 

○委員長（福田俊一郎）指導してください。ほ

かにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の御質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で天辰第一地区土地区画整理推進室を終わ

ります。 

 ここで、協議会に移します。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時４７分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後１０時４８分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）本会議に戻します。 

────────────── 

△入来区画整理推進室の審査 

○委員長（福田俊一郎）次は、入来区画整理推

進室の審査に入ります。 

────────────── 

△当初予算の概要説明 

○委員長（福田俊一郎）それでは、建設部長の

当初予算の概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、入来温泉場

区画整理推進室についてでございますけれども、

いよいよ新公衆浴場の建設が動き出します。現場

のほうが非常に工事がふくそうするということで、

その新公衆浴場の工事と現在あります柴垣湯への

アクセスが非常にふくそうしますので、その辺が

何回も道路の切りかえが必要になると思いますけ

れども、一番それをメーンに、後は入来地域の重

要文化施設等との連携をしながら、まちづくりを

念頭に整備を進めていくことになります。 

 詳細につきましては、室長のほうからございま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

────────────── 

△議案第４６号 平成２６年度薩摩川内市

入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計

予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

４６号平成２６年度薩摩川内市入来温泉場地区土

地区画整理事業特別会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）議案

第４６号平成２６年度薩摩川内市入来温泉場地区

土地区画整理事業特別会計予算について御説明申

し上げます。 

 まず、歳出のほうから説明いたしますので、予

算調書の２９６ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費は、同事業に

関する経費３億４,７９１万１,０００円でありま

す。当該事業の主なものは、一般職４名、嘱託員

１名、建物等調査業務委託、道路築造工事、建物

移転補償等でございます。 

 次に、下段であります。長期債償還元金は入来

温泉場地区土地区画整理事業費による過去に借り

入 れ た 長 期 債 償 還 元 金 １ 億 ２ , １ ８ ４ 万

１,０００円であります。 

 予算調書、次のページでございます。 

 長期債償還利子は、入来温泉場地区土地区画整

理事業による過去に借り入れた長期債償還利子

７６２万８,０００円でございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。予算調

書の２９５ページをお願いいたします。 

 １款１項１目事業収入３００万円は、事業進捗

に伴い売却可能となる保留地の処分収入の見込み

額であります。 

 ３款１項１目国庫補助金から７款１項１目土地

区画整理事業債までの歳入につきましては、交付
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金、合併特例債等で、歳出に伴い収入されるもの

であります。 

 ８款１項１目使用料は、行政財産使用料であり

ます。 

 予算に関する説明書の３０７ページをお開きく

ださい。 

 第２表地方債では、当該土地区画整理事業に伴

い借り入れます地方債の限度額、起債の方法、利

率、償還方法につきまして、表に記載のとおり定

めようとするものであります。 

 以上で説明を終わりますが、委員長、よろしい

でしょうか。図面を用いて説明をグループ長にさ

せたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○委員長（福田俊一郎）はい。 

[川畑室長が前方の図面に移動] 

○温泉場地区グループ長（市川鉄哉）それで

は、温泉場区画整理事業の事業説明を行います。 

 まず、位置についてですけども、既に御案内の

とおり入来体育館、入来文化ホール、川薩清修館

高校が地区に隣接しています。地区内には市営公

衆浴場柴垣湯─今度、平成２６年度に新公衆浴

場建設が予定されております土地がございます。

既に解体してありませんが、旧アゼロ湯がありま

す。 

 現在の進捗率につきましては、平成２６年２月

末現在で、事業費ベースで約６６％です。家屋移

転戸数ベースで約７２％終えております。 

 続きまして、平成２６年度の事業予定につきま

して御説明します。 

 平成２６年度につきましては、新公衆浴場が水

道局所管で建設されますけれども、その周辺の都

市計画道路本町通り線、及び周辺の拡幅道路の築

造工事を主に行う予定です。 

 また、建物移転補償につきましても、新公衆浴

場周辺の建物移転補償を行う計画でおります。 

 平成２６年度末、今の工事、事業を行いまして、

見込みとしましては、事業費ベースで約７４％、

家屋移転戸数ベースで７９％となる見込みでおり

ます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）いろいろ部長が言われたと

おり、温泉施設に向けた面的整備というのを、結

構それなりにエネルギーを使って、整備も、温泉

施設の建設に合わせた面的整備というのでやって

こられたと思うんですが。若干関連するから質問

ですけど、要するに、盛り土の、以前質問もした

んですけども、含水比、コーン指数というのが、

保存してあった盛り土からいうと非常に高い指数、

いわば盛り土をするに当たって、好ましくない盛

り土というふうに理解をしてたんですけども。こ

の改善をしないと、やっぱり盛り土としてふさわ

しくないということから、今回、１,５００万ほど

補正で処理されている部分と関連するのかわから

んのですが。その含水比対策－盛り土に適した、

一応盛り土をつくるためには、そういう一つの対

応をして埋めてあると思うんですけども。そのこ

とによって事業進捗に影響があったのかないのか、

それを教えてください。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）盛り

土材につきましては、川内川河川事務所が使っ

た─使ったちゅうか、不用となった、土砂を宮

之城地区から当該地区に持ってきてストックして

おいたわけですが、当初の試験の中では、数値的

にはいい数字が出ておったということのものは残

っております。 

 しかしながら、それから経年変化によりまして、

新たに今年度、再度試験をしたところ、委員がお

っしゃるように満足できる数字ではなかったとい

うことが得られましたので。それをどうするかと

いうことで、いろんな方法を検討しましたが。大

体、シラス自体をよそから買ってきて入れるとい

うのが通常の工事でございますけれど、それをス

トックしておいた土に新たにシラスを混ぜて混合

材として、結局数値を満足するようにしたわけで

すが、その費用については、シラスを全く買って

きたものと変わりません。ほぼ同等でございます。 

 進捗につきましては、確かにやっぱりそれらの

ことが影響しまして、いろいろ検討する材料がご

ざいましたので、現在、借地としてそこをストッ

クヤードに使っておりますけれど、借地を借して

くださっている方については、先日、もう少し延

長していただけないかというお願いをして、理解

を得たところでございます。全体の事業自体には

影響はないと思います。 

○委員（上野一誠）わかりました。そこで、今、
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具体的に言えばアゼロ湯を壊して、柴垣湯は残る

んですけども。いわばピラミッドじゃないんだけ

ども。極端に減る、そういう地形になっています

けども、そこの残りの盛り土分、これがやっぱり

４万、５万立米ぐらい要るのかな。そのぐらいの

盛り土の確保の見通しというのは、どういうよう

にお考えか。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）基本

的には、現在ストックしている土砂が若干余って

おるわけですが、それについては、もう一番底の

ほうに敷き詰めたいという考え方でおります。 

 ですから、全体的な盛り土の考え方としては、

購入土、シラスです。これは土木工事で一般的な

やり方でございますので、それで進めていく予定

ですが。ただし、先ほどからも都市計画の関係

等々で話が出てきていますように、堤防の例えば

掘削土とか、そういうものが出てきて、有効利用

できるならば、そちらも活用していきたいという

ふうに考えております。 

○委員（上野一誠）水道局の審査の中で、水道

局は館だけをつくるという視点に立たないで、や

はりせっかく建つんだったら、水道局として、ま

あ言えば、施設が有効に使える、いわば点だけを

見ないで面も、周りも見た考え方を持ってくださ

いよという質問をしました。 

 そのためには、推進本部がありますので、これ

には財政から、水道局から、区画から、大方、観

光部門まで入っている本部ですので、連携をとっ

ていただきたいというような内容の要望もしまし

たが。説明会の中で、今回、新公衆浴場建設予定

地という一つのあのピンクの部分、ここに入り口

がなくて、全くそのことを考えてなかったという

ことになります。 

 そうすると、どっから入るかちゅうと、言えば、

あの下の黄色い部分からずっと上がってきて、温

泉施設のある真ん中辺に書いてあります。ああい

うところから入っていかないと、直接的には入れ

ないというような状態であって。それで、地域の

人達も、柴垣湯と書いてあるこっち側の仮換地を

した職業能力開発校があった一部造成、飛び地で

すけど。あのライン、あの駅前温泉場線ですか、

あの流れからやっぱり入るような形をつくるよう

にしていかないと、あの下のほうから細い線を入

っていくというのは、もうおかしいというような

話があって、結果的に要望をした背景があります。 

 そういう意味で、市長のほうにも伝わっている

と思うんですけれども、一応あの取りつけ道路が、

道路から入れますよというのが御提案ですよね。

今後、あの入り口というのは、つくった館が見え

やすく、そして、生かされる道路の整備をしなき

ゃいかんと思うんです。 

 そうすると、仮にピンクのほうにざっと少し、

駅前温泉場線に入っている分が何メーターのもの

を入れられるか知れんけど、将来的にやっぱりあ

れを生かす、入りやすい道路の考え方も含めて、

その見解を少し説明してもらえませんか。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）確か

にそこに新公衆浴場はできますが、そこにメーン

となる進入路はございません。 

 しかしながら、ちょっと仮設道と申しましょう

か、高校がある道路から入っていくところに、当

面、柴垣湯がどくまでは仮設道路を入れます。結

構大きな道路で、仮設といえども、少しは品のい

いものにせんと、やはり公衆浴場の問題がござい

ますのでというぐらいは配慮はしたいと思います。 

 ですから、当面、そちらのほうをお使いいただ

いた上で、柴垣湯が移転した後になれば、また、

高校の側から、今度は都市計画道路が入ってきま

すので、その辺を活用しつつ、今度は逆のこの都

市計画道路についても鋭意事業費用を積んでいっ

て、進捗を進めたいと思っております。 

 後につきましては、非常に二地区との絡みもご

ざいますので、今後また検討をしたいと思うんで

すが、現在は、とにかく平成２６年度につきまし

ては、新公衆浴場をいかなるものにするか、ある

いは、地区の中においてどんな存在にするかとい

うことを議論をしつつ進めたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（上野一誠）地域も約７０億かけた区画

整理が、温泉場開発という一つの視点からこれを

入れていますので。ということは、温泉が生かさ

れないと全く意味はないと思っているんです。 

 地域の人たちも、自分の家が補償を受けて新し

い家になった。もうそれで済んだじゃだめだとい

うことなんです。やっぱり地域にとってしっかり

と自分たちがどういうふうに地域の活性化にも発

信できる気持ちを持っていただけるかということ

を常に僕は呼びかけるんですけども。そういう意
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味で、やっぱりこの温泉の活用をどう生かすかは、

水道局でも申し上げたんですけども、やっぱりし

っかりと地域が、いわば地域力を発揮する組織を

つくろうということで、今、コミュニティも必死

になって今、動いています。それで、この上にあ

る湯之山も含めて、何とかそれにつなげたいとい

う思いがあります。 

 そういう意味では、当局も建築住宅課を含めて、

この施設には大変努力をいただいたと思っていま

す。そういう意味で、せっかくこういうものがで

きるに当たって、活かしたい部分がありますので、

そのことは十分地域も理解していると思います。 

 そこで、平成２６年度いつの段階で建築に入れ

るかというのは、ちょっと私もわからない部分が

あるんですけど。平成２６年度内ですか、そのた

めには、この面的整備が大体建てていいですよと。

工事は大体準備ができました、どうぞというよう

な考えは、いつの段階というように御理解しとき

ゃいいですか。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）建物

を建てる時期につきましては、建築住宅のほうで

工程を組むわけですが、それのもとになる、いわ

ゆる造成側のほうについては、今でもオーケーで

ございます。 

○委員（上野一誠）それじゃ、最後にしますが。

やっぱり先ほど持原委員のほうで、工事に当たっ

ての車両関係の整備というのを言われましたので、

やっぱり人が通い、いろいろこういう工事が複合

しますので、十分工事に携わる業者の皆さんには、

また注意喚起もお願いしたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）ほかに御意見はござい

ませんか、御質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）委員外議員、ございま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員のほうは質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案を原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました議案第３７号平成２６年度薩摩川

内市一般会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）入来

区画整理推進室にかかわる平成２６年度一般会計

予算の歳出について御説明申し上げます。 

 予算調書の１９９ページをお願いいたします。 

 ８ 款 ５ 項３ 目 土地 区画 整 理 総 務費 ２ 億

６,９１５万円は、入来温泉場地区土地区画整理事

業特別会計に関する繰出金を計上するものであり

ます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）これより質疑に入りま

す。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３７号一般会計補正予算の審査

を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

 当局からの報告はありませんか。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）はい。 

○委員長（福田俊一郎）それでは、所管事務に

関して質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で入来区画整理推進室を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△建築住宅課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建築住宅課の審

査に入ります。 

────────────── 

△当初予算の概要説明 

○委員長（福田俊一郎）それでは、部長に当初

予算の概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、建築住宅課

でございますけれども、建築住宅課といたしまし

ては、３年目になります既存住宅改修環境整備事

業の予算を例年より若干大目に予算を計上させて

いただいております。 

 また、本会議での質問のございました空き家対

策の関係で、危険廃屋解体撤去補助事業を新規に

提案をさせていただいているところでございます。 

 それから、これまでと同様、耐震促進改修事業

など、建築全般にかかわる予算について、また、

市営住宅の管理についての予算等も計上させても

らっているところでございます。 

 詳細につきましては、課長のほうから説明がご

ざいますので、よろしくお願い申し上げます。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、審査を一時

中止してありました議案第３７号平成２６年度薩

摩川内市一般会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（今井裕介）それでは、各会計

予算調書の２００ページの上段をごらんください。 

 ８款１項２目建築指導費の事業費は７,７９６万

円で、その内訳は建築確認業務、建築物耐震改修、

既存住宅改修環境整備事業及び危険廃屋解体撤去

の補助事業に係る経費でございます。 

 経費の主な内訳について御説明いたします。建

築物耐震改修促進計画業務委託等の事業費

１,６４９万４,０００円は、平成２０年３月に作

成しました建築物耐震改修促進計画を見直すため

の業務委託や、市有建築物の耐震２次診断を行う

業務委託等の経費になります。 

 木造住宅耐震診断補助金は、耐震診断費の３分

の１、上限６万円を補助するもので、木造住宅耐

震改修補助金は、耐震補強工事費の１０分の９、

上限３０万円を補助するものでございます。 

 ３年目となります既存住宅改修環境整備補助金

は５,０００万円、平成２６年度から新設する危険

廃屋解体撤去促進補助金は９００万円です。危険

廃屋解体撤去促進補助金につきましては、最後で

詳しく御説明いたします。 

 ８款６項１目住宅管理費の事業費は４億

３ ０ ０ 万 １ , ０ ０ ０ 円 で 、 事 業 内 容 は 、

２,５４３戸の市営住宅の維持管理及び補修等に係

る経費でございます。 

 経費の主な内容は、住宅管理人９６名の報酬と

行政事務嘱託員１名、一般職員１８名の職員給与

費のほか、川内地域の市営住宅の指定管理者に支

払います市営住宅管理代行委託料５,２９０万

６,０００円、２６年度から東郷地区の市営住宅の

修繕業務を民間に委託する市営住宅修繕業務委託

などの委託料が１,７８３万円、２５年度で購入し

ました勝目と立山一般住宅の改修工事費の２期分

を措置した市営住宅内部改修工事費などが

９,５８４万２,０００円でございます。市営住宅

の給水管改修に伴う市営住宅給水設備負担金は

１１１万円でございます。 

 ２０１ページ、上の欄をごらんください。 

 ８款６項１目公営住宅ストック総合改善事業費

は９,９５０万９,０００円で、市営住宅の長寿命

化を図るため、既存の市営住宅の改善等を行うた

めの経費でございます。 

 経費の主な内容は、次年度以降改修工事を予定

しております宮里城住宅共用部分改善工事設計業

務委託等が６２５万円、樋脇支所管内の八幡住宅

共用部分改善工事等の工事請負費が９,２７５万

９,０００円でございます。 

 続きまして、下の欄、８款６項３目危険住宅移

転促進費の事業費は１,０５８万５,０００円で、

崖地に近接する危険住宅の移転費用を補助するた

めの経費でございます。 

 経費の主な内訳は、建物除却補助が３件分の

２３４万円、建物建設補助が３件分の７２９万円、

土地取得補助が１件分の７８万円でございます。 

 以上が歳出予算でございます。 
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 続きまして、歳入予算につきまして御説明いた

します。 

 ５２ページをお開きください。 

 １４款１項６目土木使用料中、住宅使用料の予

算額は４億６,８１７万６,０００円です。 

 そ の 内 訳は 、 住宅 使用 料 の 現 年分 ４ 億

３,８９１万円と過年度分の５３３万９,０００円、

本庁、樋脇、入来の各駐車場使用料、行政財産使

用料、借り上げ型地域振興住宅使用料、中心市街

地借り上げ型市営住宅使用料１ ,０７５万

４,０００円、同住宅使用料でございます。 

 同じく１４款２項６目土木手数料の予算額は

７３４万円で、その内訳は、建築確認手数料等で

ございます。 

 同じく１５款２項１目総務費補助金の予算額は

９１万２,０００円で、市有建築物耐震改修事業の

耐震２次診断に対する国庫補助金でございます。 

 同じく、１５款２項６目土木費補助金の予算額

は４,４０８万９,０００円です。その内訳は、

５２ページから５３ページにかけてになります。 

 近隣の同種の民間借家と公営住宅の住宅使用料

の差額を国が補填する公的賃貸住宅家賃対策調整

補助金は８９１万９,０００円、崖下危険住宅に対

する危険住宅移転促進事業補助金、入来支所の立

石住宅等か立山一般住宅への住みかえに伴う用途

廃止に伴う移転費助成事業補助金、耐震改修促進

事業補助金、ストック総合改善事業補助金

２,５５０万円であります。 

 ５３ページ、１６款２項６目の土木費補助金の

予算額は２９８万９,０００円、同じく１６款３項

６目土木費委託金の予算額は２６万７,０００円、

次に、２１款３項１目の貸付金元利収入の予算額

は１,１６２万円で、住宅資金貸付金元利収入の現

年分と過年度分でございます。 

 次 に 、 ２１ 款 ５項 ４目 雑 入 の 予算 額 は

１,８４７万４,０００円で、市営住宅退去時畳等

補修費実費徴収金の現年分と過年度分が主なもの

でございます。 

 以上で歳入予算の説明を終わります。 

 次に、債務負担行為について御説明いたします。 

 各会計予算書、予算に関する説明書の９ページ

をお開きください。 

 下から４番目の欄で、事業、事項名、借り上げ

型地域振興住宅事業の限度額は４,９５０万円で、

これは平成２６年度に予定しております２地区

４戸分の事業費を措置するもので、期間は平成

２７年度から平成４１年度まででございます。 

 以上で予算に関する説明を終わります。 

 続きまして、危険廃屋等解体撤去促進事業の概

要を御説明いたします。 

 委員会資料の２４ページをお開きください。 

 この補助制度は、本会議でも御説明いたしまし

たとおり、当初、空き家管理条例と一緒に提案す

る予定でございましたが、国の法律制定のめどが

不明確となったことから、先行する形で施行する

形となったものでございます。 

 この事業の対象となりますのは、市長が本会議

でも答弁しておりますとおり、世間に存在する全

ての空き家を対象とするものではなく、その状況

が著しく悪く、周辺住民に危険が及ぶおそれのあ

る空き家に限定して、その解体・撤去経費の一部

を補助しようとするものでございます。 

 そのため、この補助制度では、まず所有者が補

助を受けたいとして市に申請書を提出するところ

から始まりますが、直ちに補助の対象となるわけ

ではございません。市は、申請を受け付けますと、

申請の空き家の状況がどの程度かを調査して分類

することになります。 

 どのように分類するかにつきましては、

２４ページの中ほどの２、補助対象物と補助金の

額の欄をごらんください。アの危険廃屋、イの認

定廃屋、ウの景観支障廃屋の三つに区分すること

になり、そのいずれにも該当しない場合には補助

の対象とはなりません。 

 アの危険廃屋の定義は、建築物の状態が著しく

不良であり、かつ、倒壊等により周辺住民に危険

を及ぼすおそれのある建築物で、これに該当いた

しますと、解体経費の３分の１、上限額３０万円

を補助することとなります。 

 イの認定廃屋の定義は、建物の状態が危険廃屋

ほどではないが、不良であり、防災、衛生、景観

等について地域住民の生活環境に著しい悪影響を

及ぼしているとして、建設部長を会長に地元のコ

ミ会長または自治会長などで構成する廃屋判定委

員会で認定された家屋となります。認定廃屋の補

助金額は、危険廃屋と同額でございます。 

 ウの景観支障廃屋は、空き家問題の発端となり、

また、空き家数が非常に多い甑島地域の危険廃屋、
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認定廃屋が該当いたします。甑島地域につきまし

ては、現在市が国定公園化を推進していることか

ら、景観支障廃屋として補助金額を通常の倍額と

して、撤去の促進を期待するところでございます。 

 なお、ここで建築物とは、既存住宅改修環境整

備事業の場合と異なり、門、塀や建物に附属する

建築設備も該当となるところでございます。 

 補助対象工事となるためには、まず、解体工事

の資格を有する市内の業者が施工する解体工事で

あることが必要でございます。 

 また、公共工事の移転補償の対象でないこと、

抵当権等の所有権者以外の権利が設定されている

建築物の場合には、その権利者の同意がとれてい

ること。 

 最後に、解体・撤去後３年以内の転売、再建築

の予定がないことが条件となります。 

 補助の対象者につきましては、裏面の２５ペー

ジ、上段をごらんください。 

 第１の条件は市税の滞納がないことでございま

す。補助金を申請できるのは、原則として解体す

る建築物の所有者になりますが、所有者等が死亡

しているような場合には、その配偶者または２親

等以内の者となります。 

 また、同一敷地に複数の該当する危険廃屋等が

あった場合、その建物ごとに補助金を受けること

はできず、１回限り、敷地に対して１回限りとな

ります。 

 募集件数は、危険廃屋、認定廃屋分を１０件分、

景観支障廃屋分を１０件分を予定しているところ

でございます。 

 今後のスケジュールといたしましては、平成

２６年度の予算が成立いたしますと、４月１日か

ら市ホームページにて本補助制度の概要をＰＲす

るとともに、広報薩摩川内５月１０日号に募集内

容を掲載し、６月１０日号ではトピックスとして

再度詳細な募集内容を掲載する予定でございます。 

 ６月１５日より募集受け付けをし、順次、現地

調査を行いながら交付決定していく予定となって

おります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）課長の説明が終わりま

した。これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）歳入歳出に関係があります

けども、雇用促進の整備の関係で、当初４月１日

には一応入居できる状況にあるんじゃないかと、

１２月ぐらいから始めてというような見解があっ

たんですが。その進捗が若干おくれてるようにも

聞こえてくるんですけど。これは雇用促進側の問

題なのかを含め、それが１点。 

 それから、逆に、そのことによって立石住宅を、

そこに住んでいらっしゃる人たちが雇用促進住宅

に入っていただくという形になって、用途廃止に

伴う移転補償助成というのが出ているんですけど

も。そうしたときに、ここに入っていらっしゃる

人たちが家賃との関係もあるんですけれども、全

て移ることについては、一応了解をいただいたか、

どうか。 

 それと、用途廃止となると、財活の関係がある

のかもしれませんが、その跡地の考え方です。ど

のように思っていらっしゃるのか。 

○建築住宅課長（今井裕介）まずもって立石住

宅それから勝目、一般住宅の入居の予定が当初よ

りおくれていますことにつきまして、おわび申し

上げます。 

 実情といたしましては、雇用促進住宅の所有者

である事業団のほうが、私どものほうに最終的に

譲渡する段階では、住める状態まで改修を行うと

いうことでございました。これにつきまして、事

業団のほうが業者をその工事を発注するために募

集をかけましたところ、なかなか昨年来、建築工

事が非常に市場が活性化しておりまして、落札者

がなかったということで、最終的に業者が決まり

ましたのが昨年の１２月の２８日だったと聞いて

おります。 

 ですから、それから工事に着手するということ

で、当初の予定では３月いっぱいで工事が完了す

る予定だったということでしたけれども、これが

どうも４月末ぐらいまでかかりますということで、

おくれてるところでございます。 

 私たちの工事につきましても、実は、１月の半

ばに発注をかけたところでございましたが、事業

団側のほうとの協議で、どうしても事業団の工事

が済んでからでないと、市の工事が入ってもらっ

ては困るという事態になりまして。今、３月いっ

ぱいぐらいまで、３月を過ぎてちょっと、事業団

工事が完了するまで工事中止命令を打っていると
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ころでございます。 

 それに伴いまして、４月１日からの入居という

のができなくなりまして、こちらの予定といたし

ましては、できるだけ早く頑張りますが、最終的

には学校の関係もございますので、２学期ぐらい

からは新しい住宅から通えるようにということで

考えているところでございます。 

 それから、用途廃止に伴う移転につきましては、

現在、立石住宅だけではなくて、入来につきまし

ては、別に政策空き家というものが、小路、池頭、

中須住宅とございます。そちらのほうにも、今で

ありましたら、立石一般住宅のほうに優先的に入

れますということで、あわせて１９世帯につきま

して移転を予定しているところでございます。 

 土地利用につきましては、最終的にはその政策

空き家の部分を解体してからになります。それで、

小路、池頭、中須、立石、この四つにつきまして

は、解体してからの明け渡しということになりま

すので、解体予算等につきましては、平成２７年

度以降の予算の中で予算措置していくこととなり

ます。 

 解体しました後には、財産活用推進課のほうに

引き渡したいと考えております。 

 以上です。 

○委員（上野一誠）みんな了解は……。 

○建築住宅課長（今井裕介）説明会のほうをい

たしまして、今アンケートのほうをとっていると

ころでございます。現在、ちょっと手元に資料を

持ってきておりませんでしたので、うろ覚えの記

憶でいきますと、１世帯の方がちょっとはっきり

とはしなかったと。それから、あと何世帯かは立

石住宅ではなくて、民間に移りたいという形に回

答が来ているところでございます。 

 これにつきましても、現在１階部分、２階部分

を優先的に割り当てるために、調整を進めている

ところでございます。 

 以上です。 

○委員（上野一誠）合併をして一番人口が減っ

ているのが入来なんです。そうすると、私は前も

言ったことがあると思うんですけど、やっぱりこ

の雇用促進が約８０ありましたから。今度、この

八風がまたそれにあるんですけど。それからする

と、やっぱり大きな人口の減少につながったと見

ているんです。このことが。 

 それが、薩摩川内市に住んでもらっていれば、

もう一番いいんですけども、やっぱり地域別に見

ると、そういうところがもう非常に影響が大きか

ったと。 

 それで、これが今後、今回２階部分をというこ

とで一応整備がされますので。できたら、３階、

４階、５階というのが需要と供給の関係からいう

とやっぱり希望者が多くて、早く整備をしといて

もらいたいという部分になることを願っているん

ですけども。まあ段階的に整備をしていきますと

いうことですので。もう一つ、そういう意味では、

ぜひひとつ状況も見ながら今後の整備のあり方も、

もう２階が終れば、しばらく銭がないから、せん

よということじゃなくて。状況を見ながら、臨機

応変に対応ができるように、一応しといていただ

きたいと、意見・要望として申し上げておきます。 

○建築住宅課長（今井裕介）まず、立石と勝目

の一般住宅につきましては、ことし、平成２５年

度の予算で半分改修するということで予算措置し

てございます。 

 また、平成２６年度につきましても、予算措置

してございますので、現在、平成２５年度予算分

につきましては工事中止がかかってますが、完了

次第、すぐそれが再開いたします。それと、大体

同じ時期に歩調を合わせて、平成２６年度で残り

の分の改修を進めていきたいということで、最終

的には１階から５階まで大体足並みをそろえて募

集ができるような状況になるように考えておりま

すので、その旨報告させていただきます。 

 以上です。 

○委員（上野一誠）富士通が撤退して非常に地

域としては、やっぱり寂しい思いがしますけど。

今、市長が判断したように、あれは跡地を市が購

入するという捉え方からすれば、次世代のそうい

う一つの雇用を生む企業そういうものが生まれて

ほしいと思っていますので。そういう意味では、

その雇用促進とやっぱりそういう住宅との対応と

いうものがつながるように、我々も期待している

んですけど、ぜひそういうことがなるように、い

ろいろ努力をしていただきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）御意見です。ほかにご

ざいませんか。 

○委員（大田黒 博）この空き家の解体撤去補

助事業です。今、説明を受けました。大体わかり
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ましたけれども。９００万の予算に対して、この

ような１０件ほどの予定を組みながらやるという

ことで。市長が説明されましたけども、国のそう

いうものに先立ってやられるということで、以前

から何遍も一般質問をしながら、廃屋、空き家対

策に対して取り組んでいくべきじゃないかなとい

うものを言ってきて、このような結果で。まさに

ありがたいし、当局のそれもよくわかります。 

 以前から質問をしながら来たんですけれども、

危険度に伴って高いほうからやっていきますよと

いうことなんでしょうけども、とにかくその持ち

主が壊しますということを言わなきゃ出ないわけ

ですものね、これは。 

 そういうのを含めて、市がその住宅にケース

ワーカーを、おかれるかどうかわかりませんけど

も。近所の方々がその廃屋に対して大変迷惑がか

かっているんだと。そういうものに対して、今、

課長からありました、その地区コミ等の協力を得

ながらやってるんだということでしたけれども。

そういうものに対して少し持ち主の方に申請する

ような運び、そういうプロセスを考えていくべき

じゃないかなと思っているんですけども。その辺

を含めて、この予算に対してどう思われるでしょ

うか。また、その辺の方々が、もうおられません

から、そこには。廃屋のそういうところには。だ

から、そういうところに大変危険ですよちゅうの

を、よそにおられる方に伝えたりするのに対して、

こういうのが出る、出らんの問題では、出てくる

んじゃないかと思うです。その点はどうなんでし

ょうか。 

○建設部長（泊 正人）一番肝要なところだと

思います。まあこちらにいらっしゃれば、その所

有者の方が動きが出てくるだろうと思いますけれ

ども。いらっしゃらない場合のところでは、そう

いう広報紙等でもしますし、地区コミ会長会あた

りで制度の流れをお示ししまして、そういう地域

にそういうのがあれば、よそにそういう管理者が

いらっしゃれば、そちらに連絡をとるとか、そう

いう情報提供をまずしていただきたいと。 

 ただ、１０軒ぐらいということでしてあります

けれども、スタートですので。これがわぁっーと

動き出すのか、あるいは、なかなか残りの７割ぐ

らいを自分の手出しというところがあって難しい

部分があるのか、その辺、非常にどうなるのかな

と、こちらも興味と言ったらあれですけれども。

既存住宅のほうは改修をしてこれから住むという

目標がいい方向にいくんですけど、こっちはもう

解体したら終わりというこの辺のギャップがどん

な形であらわれてくるのかなというのはあります

が。いずれにしましても、そういう地域に周知を

させて情報提供をいただいて、市のほうも非常に

危ない部分については、こういうのがありますよ

という、地元から要望があったと、よそにいらっ

しゃる持ち主の方にも連絡を入れたりとか、そう

いう動きはしていきたいと思っております。 

○委員（大田黒 博）建築住宅課が空き家対策

の中で、祁答院の黒木地区をモデル地区にしなが

ら、空き家を使えるように規制を含めて取り組ん

でいこうという事業を取り組みをされましたけれ

ども。その方々が東京とか、大阪、遠くにおられ

るところに連絡をとって、あれだけ歩み寄れる一

歩手前までいったわけです。 

 だから、こういうのもそうしていかないといけ

ないのかなと思っておりますし、やはりそういう

地域を絡めた、コミュニティを絡めたものでない

といけないと思いますので。今、部長が言われま

した、ぜひその辺を、１０軒に対してどのぐらい

出てくるか私も気になるところなんですけれども、

それを含めてぜひやっていただきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）御意見であります。 

○建築住宅課長（今井裕介）いいですか。この

住宅の解体制度につきまして、ターゲットの戸数

が大体どの程度あるのかというのは、前回私ども

のほうで調査しました中から、ある程度絞り込み

をしております。それで、対外的に説明している

のは、今の段階で約４００棟ぐらいだということ

は、本会議の説明でもいたしたところでございま

す。 

 これにつきましては、空き家廃屋条例ができた

段階になりますと、当然この４００軒については

市のほうから通知を出さなければならなくなりま

す。危険ですから、手当てをしてくださいという

まず通知からいきます。これは廃屋条例ができた

段階でできます。 

 そのときに、市内の場合におきましては広報紙

で全部広報が行くわけですけれども、市外のほう
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につきましては、そのときにあわせてまた補助制

度の案内も一緒に送るという形になると思います。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

○委員（小田原勇次郎）１点、この空き家対策

について教えてください。 

 一般質問で、るるやりとりがあったので、国の

動向云々はまだ未知数であるという部分は理解は

しておるところなんですが。議論の経過の中で、

国が議論の経過の中で、空き家対策を解消するた

めの促進策として、総務省あたりと固定資産税の

減免あたりも何かどうのこうのという議論をされ

ているという話を聞いたことがあったんですが。

要するに、どういうことかと言うと、早く解体し

てしまったばかりに、そのいわゆる固定資産税関

係の空き家の促進の減免措置を受けられないとか、

そこあたりの情報というのは何かキャッチしてお

られませんか。 

○建築住宅課長（今井裕介）結局、空き家を解

体したときに、固定資産税でどうなるかと言いま

すと、家屋の固定資産税は下がります。ただし、

土地のほうの固定資産税は、特に住宅であった場

合には最大６分の１になっておりますので、住宅

がなくなったということで、これが６倍に上がる

というのが、これがネックでございます。 

 これのネックが一番大きいのは、町なかにある

住宅の場合です。地方の周辺部に行きますと、土

地の固定資産税額が少ないので、６倍上がっても

免税点以下になったりとか、評価が低ければ免税

点以下になったりするということでございます。 

 現在、国のほうで一番問題になっておりますの

は、その空き家、空き地になってしまったやつに

前と同じ特例制度を適用することの、要するに格

差です。今までは、一応空き地を持っていらっし

ゃる人は６倍の税金を払っていらっしゃる。だけ

ど、廃屋を解体して空き地になったのに、その人

たちのやつに特例があるということはおかしいん

じゃないかということで、ここの部分が一番のネ

ックになっているところでございます。 

 これにつきましては、一応、総務省のほうとの

調整が進まない限り、なかなか改善できないとい

うことで、私どもが得ている状況では、正直なと

ころ進んでおりません。平成２６年度の予算が通

ってから協議に入るというような状況しか、いた

だいていないところでございます。現状ではそう

いうところです。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）わかりました。 

○委員長（福田俊一郎）いいですか。ほかござ

いませんか。 

○委員（持原秀行）関連して。今、課長が言わ

れましたとおり、市街地あるいは離れたところと

か、やっぱり農村部とかとなれば、そういう免税

点以下、今３０万円ですよね、土地は。それから、

そこのところで恐らく田舎やっても、それ相応の

宅地やれば上がるんですよ。それは、もうそのま

まにしておけば雑種地の宅地課税ということで、

多分、固定資産税は全部かかります。 

 要は、現況課税なわけですから、やっぱりそう

いうところも知らしめて所有者にお願いをしてい

くという形をとらなければ、賛同してもらえない

と。ただ、解体した上に、固定資産税が上がるん

ですよという説明だけでは、ちょっと説得力がな

いのかなというふうに思います。 

 ですので、やっぱりそういうところの指導も必

要ではないかなと思いますので、やっぱり税務当

局とか、そこらあたりと十分また協議をして、教

えるところの範囲が、できればそういうふうな指

導をして、ぜひそういう危険廃屋の状況とか、そ

ういうのが解消するような努力をしてください。 

○委員長（福田俊一郎）御意見であります。ほ

かにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員のご質問は、よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３７号一般会計予算の審査を一

時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

 当局からの報告はありませんか。 

○建築住宅課長（今井裕介）委員会資料の

２６ページをお開きください。平成２６年度に予

定しております既存住宅改修環境整備事業につき
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まして御説明いたします。 

 昨年と同様、一般枠と耐震特別枠の二通りとな

ります。 

 まず、一般枠について御説明いたします。 

 昨年同様抽選方式といたしたいと思いますが、

募集期間は昨年は２回でしたが、ことしは１回と

したいと考えております。募集期間は５月１３日

から５月２３日までを予定しております。 

 募集件数は２５０件程度となっておりますが、

予算の範囲内ということになります。これは１件

当たりが必ずしも２０万円で応募されない関係で、

実際的には３００件を超える数になるのではない

かと考えております。 

 また、１１月２８日までに工事を完了して、実

績報告を提出できることが条件となります。 

 受付場所は、今までと同様、本庁建築住宅課と

甑４支所で受け付けたいと思います。 

 耐震特別枠につきましては、募集が５月１３日

から１１月２８日までになります。 

 こちらの募集件数は３件で、先着順ということ

になります。 

 こちらにつきましては、平成２７年３月１３日

までに工事を完了して実績報告を提出できること

が条件となります。 

 なお、一般枠につきましては、募集期間内に募

集件数を超えなければ、要するに総額が予算を超

えなければ、抽選は実施しない予定でございます。

応募されました全員を当選者とし、それ以降、

５月２３日以降の残りにつきましては、予算の範

囲内で先着順としたいと考えているところでござ

います。 

 市民に対する広報といたしましては、広報薩摩

川内４月１０日号に掲載するとともに、ホーム

ページでもお知らせする予定でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより所管事務に関して質疑に

入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。質疑

はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。質疑

はないと認めます。 

 以上で建築住宅課を終わります。御苦労さまで

した。 

 ここで休憩いたします。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時４７分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後 ０時５９分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）それでは、休憩前に引

き続き会議を再開いたします。 

────────────── 

△用地課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、用地課の審査に

入ります。 

────────────── 

△当初予算の概要説明 

○委員長（福田俊一郎）まず、部長に当初予算

の概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、用地課にな

りますけれども、地籍調査事業のほうが祁答院、

入来のほうでほぼ終了してまいります。今後は、

その地籍調査の成果に伴います数値化などが地籍

調査業務としては残ります。 

 それと、既存成果の交付とか、地籍の修正等が

今後も継続されるということで、そういった人件

費等の措置をさせていただいております。 

 また、用地係、登記のほうにつきましては、各

課の用地買収に伴います登記とか、いまだに

５,０００筆を超える未登記用地がございますので、

そういったものの解消に努めていくことになりま

す。 

 詳細につきましては、用地課長のほうから説明

がございますので、よろしくお願いいたします。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、審査を一時

中止してありました議案第３７号平成２６年度薩

摩川内市一般会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○用地課長（植村 豊）用地課でございます。

よろしくお願いします。 
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 議案番号第３７号平成２６年度薩摩川内市一般

会計予算の用地課の歳出から説明をさせていただ

きます。 

 まず、予算調書の２０２ページを開いてくださ

い。 

 ２款１項１３目地籍調査費のうち上段のほうか

ら説明をしますが、地籍調査事業費５,７８６万

９,０００円でございますが。地籍調査業務嘱託員

３名の報酬、一般職員５名の給与のほか、数値化

情報など、それから地籍調査管理システム、国土

調査推進協議会の負担金、県の負担金並びに川薩

支部の負担金等々を計上しております。 

 次に、下段の用地管理事務費７ ,１０４万

３,０００円については、登記事務にかかわる嘱託

員１４名の報酬、一般職員４名の給与のほか、公

共嘱託登記業務委託費を計上いたしました。 

 用地管理業務においては、新たな用地の売買、

保証契約、登記事務のほか、過去に道路敷地等と

して取得した土地のうち、登記が未処理のものの

解消に努めているところです。 

 次に、予算概況に基づき用地課の主な事務事業

について説明いたします。予算概況の１１４ペー

ジをお開きください。 

 １４ページの一番上ですが、平成２６年度の地

籍調査事業ということですが、これについては、

事業概要説明のところに書いてございますが、平

成２６年度のＧＨ工程、入来地区、副田の一部、

０.６１キロ平方メートル、現地調査は既に終了を

しております。これについて地権者の方の確認を

もらう作業、そのための書類等の準備というのが

本年度の事業でございます。 

 また、下のほうですが、平成２６年度の数値化

情報、同じく入来地域、平成２４年度の分の

１.７０平方キロメートル、筆にして２,３６２筆

を情報化するものでございます。 

 次に、公共嘱託事業というふうに中ほどの欄を

お目通しください。説明ですが、市が過去に道路

敷地等として買収したが、分筆、所有権移転の登

記が未処理のままの土地について、公共嘱託協会

に委託をして登記をするものでございます。

２６年度は５０筆の予定で、１,０００万円計上を

しております。 

 次に、歳入について御説明をします。予算調書

のほうに戻っていただいて、５４ページをお開き

ください。 

 総務の手数料収入として、地籍成果品の交付手

数料６７万６,０００円を計上いたしました。これ

は、地籍成果品として管理をしている一筆座標、

多角点座表を１件２６０円の手数料で発行するも

のでございます。 

 次に、その下の欄ですが、県補助金の地籍調査

補助金１６２万計上いたしております。 

 予算については以上のとおりで、説明を終わり

ます。よろしく御審査方お願いします。 

○委員長（福田俊一郎）これより質疑に入りま

す。 

 御質疑願います。 

○委員（小田原勇次郎）１点だけ教えてくださ

い。今、課長の御説明の中で、公共嘱託登記事業

で１,０００万の一般財源を予算措置してて、未処

理分の５０筆の処理予定ということなんですが。

先ほどの御説明の中で５,０００筆の未処理がある

という部長の御説明があったんですが、これの処

理の仕方に、この５０筆に１,０００万かかるとい

う部分の中で、そこあたりの今後の、全部を処理

するとしたら、どのくらい予算がかかるような。

まあ計り知れないと言えば、そうかもしれません

けど、そこあたりをちょっと、お考えがあれば教

えてください。 

○建設部長（泊 正人）済みません、私が冒頭

５,０００筆と言いましたのは、全ての、もう簡単

な も の ま で 含 め て ５ , ０ ０ ０ 筆 で 。 こ の

１,０００万の５０筆というのは、相続とか、いろ

いろ難しい分でありまして、容易なのは嘱託員が

もう自分の作業の中でどんどんできるということ

で御認識をいただきたいと思います。 

○用地課長（植村 豊）今、部長が説明したと

おりなんですが、特に分筆等を伴う分については、

用地課の嘱託等ではできませんので、この分だと

いうことでお願いします。 

○委員（小田原勇次郎）わかりました。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 
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 ここで、議案第３７号一般会計の審査を一時中

止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

 当局からの報告はありませんか。 

○用地課長（植村 豊）所管事務報告というこ

とで、平成２５年度の取り組み現状を御報告さし

ていただきます。 

 地籍調査事業については、平成２５年度に現地

調査が全て終わりまして、平成２６年度、本年度、

先ほど予算でも説明したとおり、住民の地権者の

方の確認をもらいながら、次の法務局の登記へつ

なげる作業が残っております。 

 これをしますと、平成２７年度には、先ほど言

った数値化のほうなり、あるいは、法務局への手

続が終了すると思っております。これをもちまし

て、平成２７年度には恐らく全地域が終るんだろ

うというふうに感じている次第です。 

 また、地籍調査について過年度の修正トラブル

について、１年あたり平均で見ますと大体２０件

ほど、相談を入れますとそれより多いんですが、

やはり過年度の古い年度にあった分については、

なかなか解決が難しい案件が出ておりますが、鋭

意努力をしているところです。 

 次に、用地グループのほうですが、平成２５年

度について特徴的なのを申しますと、例年ですと

相続調査について２００件前後来とったわけです

が、平成２５年度は４００件を超える相続調査等

と。それから、やはり年数を経過しますと４世代

あるいは５０人以上といったような案件等が出て

きまして、なかなか思うようには未登記の解消が

できない状況に至っておりますが、公共嘱託の点

についても、これらがネックになっておりますの

で、５０件としながら、それに達成できないとい

うふうなところも出ております。 

 特に、最近のケースとしては、行方不明者なり、

高齢者で一人で施設に入られてて、当時は元気だ

った方が最近非常に厳しい状態になってきて、印

鑑証明等々もとれないような状況も出ている報告

を聞いております。 

 また、前回もお話ししたとおり、海外での居住

とか、こういったものも出てきて、それらを含め

て一生懸命やっておりますが、若干厳しいところ

も出てきているのが事実です。取り組みの一端を

御報告をさしていただきました。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）これより、所管事務に

関して質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（小田原勇次郎）質疑というか、若干意

見に近いのかもしれませんが、先ほど申し上げま

した未処理の部分です。未登記の処理の部分なん

ですが。１年、２年、もう１０年放っておけば放

っておくほど、いわゆる相続人がふえていきまし

て、登記事務にかかわる経費が莫大に膨れ上がっ

ていくというのが、もう実態だと思うんですが。

平成２７年度にある程度地籍調査事業がめどが立

った時点で、今後は、その未登記処理を年次的な

計画を立てて、全部が解消というのはなかなか、

今、課長がおっしゃったように外国にもう住んで

いらっしゃりたりして、解決がなかなかめどが立

たんという部分はあるのかもしれませんが、早期

にやっぱり処理していけるものは、相続人がふえ

んうちに処理していく年次的な計画を立てる必要

性というのをちょっと今感じておるんですが。そ

こあたりの何か御見解があれば、お聞かせ願いた

いんですが。 

○用地課長（植村 豊）そういう形は非常に考

えないといけないわけですが。まず、地籍調査が

入来が済んだ段階で、実は、もう一回この未登記

の数字がどのぐらいあるのかというのを確認した

いと。既存の地域でもいろんな地籍のトラブルの

中でそういうのが出てくるケースもありまして、

５,０００筆を超えるんじゃないかというふうに考

えております。 

 それから、今、私どもの処理を進めている中で、

例えば４世代、あるいは５０人、あるいは海外と

いったような、もうこんなのは、その判断の中に

おいて、できるだけ簡単なほうから処理をしなが

ら、さっき言った、年数が余りふえないように努

力していきたいと思います。その辺の計画につい

ても今後検討したいと思います。 

○委員（小田原勇次郎）最後に、もう一点だけ

教えてください。 

 この未登記処理を抱えているというこの案件は、

やはり全国的にどの自治体もいろんな事業を展開
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していく中で発生して、困っておる共通の課題な

のかという部分のその御認識をちょっとお聞かせ

願いませんか。うちの独特ではないんだよと。ど

この自治体も今これに、こういう課題を抱えて問

題になっておるというような実態等がありました

が、お聞かせ願いたいんですが。 

○用地課長（植村 豊）県の地籍調査の事業

等々の中で、やはりその未登記の問題は多かれ少

なかれどの町村も抱えているというふうに認識し

ています。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で用地課を終わります。お疲れさんでした。 

────────────── 

△建設維持課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建設維持課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第３５号 平成２６年度薩摩川内市

港湾管理条例の一部を改正する条例の制定

について 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第３５号薩

摩川内市港湾管理条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設維持課長（永田一朗）建設維持課でござ

います。よろしくお願いします。 

 それでは、議案第３５号の説明をさせていただ

きます。議案つづりの３５の１ページをお開きく

ださい。 

 議案第３５号薩摩川内市港湾管理条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます。 

 今回の改正内容につきましては、平成２６年

４月１日からの消費税改正により、鹿児島県の港

湾管理条例が改正されたことに伴い、薩摩川内市

港湾管理条例を県に準じまして変更するものでご

ざいます。 

 変更の内容につきましては、次のページをお開

きください。 

 記載されています別表中の係船料、物揚場に係

る使用料の金額をそれぞれ５％だったものを８％

に変更するものでございます。 

 また、この条例は平成２６年４月１日から施行

するものでございます。 

 以上で、議案第３５号の説明を終わります。よ

ろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△議案第３６号 市道路線の廃止及び認定

について 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第３６号市

道路線の廃止及び認定についてを議題といたしま

す。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設維持課長（永田一朗）それでは、議案第

３６号の説明をさせていただきます。議案つづり

の３６－１ページ及び次のページの認定位置図を

お開きください。 

 議案第３６号市道路線の廃止及び認定について、

今回の市道路線の廃止、１路線及び認定路線が

２路線につきましては、現在、川内駅周辺地区土

地区画整理事業にて、九州新幹線及び肥薩おれん

じ鉄道の交差部のアンダー工事を行っております

が、市道横馬場・田崎線の新設改良に伴うもので

ございます。 

 まず、今回廃止したい路線について御説明申し

上げます。 
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 廃止路線は、市道横馬場・田崎線、認定位置図

に黒で示してございます。起点は、その横の旧道

路で残っております横馬場町の新地橋交差点。中

央中横を経由しまして、終点が田崎町のタイヨー

永利店、空港道路の三叉路まででございます。こ

の区間について廃止するものでございます。 

 次に、認定したい路線を御説明申し上げます。 

 次に、認定位置図、赤で示してございます。ま

ず、一つ目の認定路線は、横馬場・田崎線で、認

定位置図で赤で示してございます、先ほど説明し

ました横馬場・田崎線の新設道路であります。起

点は、新しくできた横馬場町新地橋の北の交差点

で、終点は廃止路線と同じく田崎町のタイヨー永

利店、空港道路の三叉路でございます。延長が

３,３２７.５メーター、幅員が３.５メーターから

１６メーターでございます。 

 次に、二つ目の認定路線でございます。 

 次の認定位置図をお開きください。二つ目の認

定路線につきましては、横馬場２号線、新設工事

で、旧道路として横馬場・田崎線が残ってしまっ

た区間で、認定位置図で赤で示してございます。

終点は、九州新幹線の交差するまでの延長

１１０メーターでございます。幅員が５メーター

から１１.５メーターでございます。 

 以上で、議案第３６号の説明を終わります。よ

ろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）これより質疑に入りま

す。 

 御質疑願います。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員、質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△当初予算の概要説明 

○委員長（福田俊一郎）次に、当初予算の審査

に入ります。 

まず、建設部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、建設部最後

の建設維持課になります。 

 建設維持課といたしましては、これまでどおり

道路、河川の維持管理に要する経費、あるいは、

交通安全施設整備事業に必要な経費、また、防災

のほうから急傾斜地崩壊対策事業の経費などを予

算措置をさせていただいております。 

 それから、橋梁長寿命化あるいは内水対策中長

期ビジョンに基づきます管理をしております施設

の更新等に、今後大きな費用がかかってくるとい

う懸念もいたしておりますけれども、そういった

ものを含めて、これから課長のほうから説明をい

たしますので、よろしくお願い申し上げます。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、審査を一時

中止してありました議案第３７号平成２６年度薩

摩川内市一般会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設維持課長（永田一朗）それでは、議案第

３７号平成２６年度薩摩川内市一般会計予算の建

設維持課分について御説明申し上げます。 

 まず歳出から御説明いたします。予算調書の

１８６ページをお開きください。 

 ８款２項１目道路橋梁総務費９ ,９６９万

８,０００円でございます。経費の主な内容につき

ましては、里道、水路の譲与などに関する事務を

行う道路用地整理業務嘱託員一人、あと、道路調

査設計等業務嘱託員二人分の報酬、それと、課の

一般職１２名の給与等の経費を計上しております。 

 次に、同じページの道路橋梁附帯設備管理費

１,０５１万７,０００円であります。 

 経費の主な内容は、天大橋、開戸橋、その他の

街路灯に係る電気料等を計上しております。 

 次に、１８７ページをお開きください。 

 ８款２項２目道路維持費５億１ ,７５６万

４,０００円です。経費の主なものは、道路維持補
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修等業務嘱託員２１名の報酬、これにつきまして

は本年度より１名増で、上甑島に嘱託員を昨年度

よりふやして１名配置しております。また、道路

愛護作業謝金についても昨年より１００万円増で

１,２００万円、また、市民の皆様からの要望が多

い道路維持・修繕の工事請負費につきましては

３億５,０００万円を計上してございます。 

 次に、同じページの交通安全施設単独事業費

２,０００万円です。これはカーブミラー、ガード

レール、区画線設置等の交通安全対策に係る工事

請負費でございます。 

 次に、１８８ページをお開きください。 

 ８款２項４目橋梁維持費２,０００万円です。こ

れは、現在策定中であります橋梁長寿命化修繕計

画（案）に基づきまして、修繕工事を行うための

詳細設計の委託料でございます。 

 次に、同じページの河川管理費２,８６２万

１,０００円です。経費の主な内容は、宮里ダム管

理業務嘱託員、水門管理人、補助員の報酬、河川

愛護謝金、河川の伐採等業務委託料につきまして、

昨年よりこの河川伐採等の業務委託料につきまし

ては１００万円増の３８３万８,０００円を計上し

ております。 

 次に、１８９ページをお開きください。 

 河川施設管理費２,５６０万１,０００円、経費

の主な内容は、網津町の半崎川の護岸整備工事費

５００万円と、河川の寄洲除去等について、昨年

より９００万円増の２,０００万円を計上しており

ます。 

 次に、同じページの排水機場管理費８９３万

９,０００円、経費の主な内容は、排水機場管理人

及び補助員、合計１６名の報酬を計上しておりま

す。 

 次に、１９０ページをお開きください。急傾斜

地崩壊対策事業費３,３００万円、経費の主な内容

につきましては、業務委託料と冷水地区ほかの工

事請負費を計上してございます。 

 次に、同じページの８款３項２目河川改修事業

費２００万円、これは県が事業主体でございます。

県単砂防事業の負担金でございます。 

 次に、１９１ページをお開きください。特定離

島排水路整備事業費６００万円、これは里地区排

水対策整備事業の詳細設計業務委託料を計上して

ございます。工事請負費につきましては、特定離

島ふるさとおこし推進事業で県からの採択を受け

まして、６月補正にて提案をさせていただく予定

でございます。 

 次に、同じページの港湾総務費２４９万円、こ

れは上甑町の江石港、桑之浦港の管理に係る経費

でございます。ことし港湾の長寿命化修繕計画策

定業務委託料としまして２００万円を計上してご

ざいます。 

 次に、１９２ページをお開きください。港湾排

水機場管理費１９９万１,０００円、これは里支所

管内の荒切川排水機場の管理に係る経費でござい

ます。排水機管理人及び補助員の２名分の報酬等

を計上してございます。 

 次に、同じページの９款１項５目水防費９６万

６,０００円。ごめんなさい、２９万６,０００円

でございます。これは水防倉庫３１カ所の備蓄資

材の購入及び維持・修繕に係る経費でございます。 

 次に、１９３ページをお開きください。災害予

防応急対策費１億４,２０７万４,０００円。経費

の主な内容につきましては、災害時におけるポン

プなどの操作のための出動賃金、それと保守点検

業務、本年度から新たに計上してございます、こ

とし作成いたしました内水対策中長期ビジョンに

基づく排水施設等の整備に係る費用としまして、

詳細設計業務委託料、それと工事請負費、また、

現在、事業実施中でございます国が行っている事

業、川内川市街部改修事業で影響する大小路排水

ポンプの移設用地の土地購入費と特別災害復旧補

助金を計上してございます。 

 次に、同じページの現年公共土木災害復旧事業

費３億１,１３０万８,０００円、これは現年公共

土木施設災害の復旧に係る経費で、一般職４人分

の給与費、公共災害復旧工事費等を見込み計上し

てございます。 

 次に、１９４ページでございます。現年単独土

木災害復旧事業費９４８万円、これは単独災害復

旧事業に係る経費で、工事請負費等を見込み計上

してございます。 

 歳出が終りまして、次に歳入の説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 予算調書の４９ページをお開きください。 

 １２款１項１目交通安全対策特別交付金

１,７００万円、これは道路交通法に基づく交通反

則金について県から交付されるものでございます。 
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 次に、同じく４９ページから５０ページにかけ

て記載してございます。 

 １４款１項６目土木使用料３,１７６万円、これ

は道路橋梁使用料として、市道及び法定外公共物

である里道、水路の区分において、九電柱、ＮＴ

Ｔ電話柱、ガス管等の道路占用料及び使用料と、

あと、上甑の桑之浦港で水産会社に荷揚げ場とし

て一部占用させている港湾施設使用料でございま

す。 

 次に、５０ページでございます。 

 １４款１項８目消防使用料２万４,０００円、こ

れは銀杏木川水防倉庫敷地の一部を中越パルプが

進入路として占用している使用料でございます。 

 次に、同じページの１４款２項６目土木手数料

２,０００円、これは市道幅員など証明の手数料で

ございます。 

 次に、同じページの１５款１項４目災害復旧費

負担金１億７,７２６万９,０００円、これは見込

み計上の現年公共土木災害復旧費負担金でござい

ます。 

 次に、同じページの１５款２項６目土木費補助

金１ ,１００万円、これは橋梁維持補修事業

２,０００万円の国庫補助金５５％でございます。 

 次に、同じページの１５款３項３目土木費委託

金１,４２４万３,０００円、これは国土交通省所

管川内川の水門及び排水機場の管理委託金でござ

います。 

 よろしいでしょうか。 

○委員長（福田俊一郎）続けていいです。 

○建設維持課長（永田一朗）次に、同じページ

の１６款２項６目土木費補助金１,２５０万円、こ

れは急傾斜地崩壊対策事業２,５００万円の県補助

金、５０％でございます。 

 次に、同じページの１６款３項６目土木費委託

金４９３万９,０００円、これは、県管理の水門管

理委託金と権限移譲事務委託金及び県の管理港湾

である里地区里港へ流れ込む荒切川排水機場に係

る管理委託金でございます。 

 最後に、同じページの２１款５項４目雑入

５０万円でございます。これは道路賠償責任保険

金で、見込みで計上してございます。 

 以上で、建設維持課に係る平成２６年度一般会

計予算の説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明が終わりま

したが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（小田原勇次郎）なければ、数点ちょっ

とお尋ねします。 

 まず１点目は、後ほど課長が内水対策中長期ビ

ジョンでお話をされると思うんですが、過去山之

内勝議員、江畑議員、福元議員、そして先日、持

原議員も意見交換会の形で意見を持ってこられた、

中郷川の山田島の部分の、要するに排水対策です。

あそこがあふれるという部分で。これ中長期ビジ

ョンの中に計画はあると思うんですが、そこあた

りは今年度予算には何ら、何か予算措置は盛り込

まれていますか、そこあたりは。 

○建設維持課長（永田一朗）この後に、所管事

務報告の中で、前のパワーポイントにおいてまた

説明をさしていただいと考えております。 

 その中で、一応平成２６年度の今説明しました

部分について、どこをしますよという部分を図面

で示しながら説明をさせていただきたいと思いま

す。平成２６年度の分の予算の中に予算が示して

ございます。後で詳細については説明させていた

だきます。よろしくお願いします。 

○委員（小田原勇次郎）それでは、別件で。河

川管理費の部分でちょっと教えていただきたいん

ですが、水門管理人の関係。水門管理人で１人の

管理人が複数箇所を兼務して担当しておられると

いうような場所があられますか、そこだけでちょ

っと教えていただきたいんですが。 

○建設維持課長（永田一朗）何カ所か、そうい

う形で複数箇所持っている方がございます。近い

場所は、ある部分についてはそういう形でさせて

いただいています。 

○委員（小田原勇次郎）１人の水門管理人が複

数箇所を持っておるということに対して、今、現

時点では、例えば即時対応という考え方の中にお

いて、動きがとれずに、どっちかの水門を閉める

のが遅くなって、それによって排水対策で少し影

響が生じたと、そこあたりの事案等は今のところ

は発生しておられないかを、ちょっとお聞かせ願

いたいんですが。 

○建設維持課長（永田一朗）今のところは、そ

ういうのはございません。 

○建設部長（泊 正人）済みません、前おった
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関係からなんですが、複数持っていらっしゃって

も、歩いて１０分以内、１０分かからんぐらいの

ところの位置で複数ですので。ほとんどその作業

時間にロスはございませんので、これまでもそう

いった形で閉めるがおくれたちゅうことはござい

ません。 

○委員（小田原勇次郎）田海川あたりで、何か

そこあたりの水門の管理場で浸水したというよう

な案件等は何も聞いてはおられませんか。ちょっ

と小耳に挟んだ案件があったんですが、そこあた

りは何もないですか。 

○建設部長（泊 正人）平成１８年のナナフミ

水害で、操作がおくれたんでなく、何か挟まった

みたいなことはありましたけれども。事実確認が

とれておりませんので、この場ではちょっと言え

ないところでございます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございますか。 

○委員（上野一誠）抽象的で済みませんが、財

政運営プログラムによって普通建設事業あるいは

事業見直し、３０％のいろいろ段階的に縮減が図

られて、今回、道路維持費としていろいろ予算を

する中で、地域が求めている、必要とされるいろ

んな事業を入れなきゃならない部分。今回事業費

も、建設費単独あるいはいろいろ４５億ぐらいと

いうふうになるんですが。そういう中で、この縮

減によって、まあやるべきことはいっぱいあるん

でしょうけども、建設維持課として、地域が抱え

ていく部分に十分応えていけない部分もあろうと

思うんです、全体的に見たときに。そこらあたり

は財政のいろんな減る中で、何とか地域に応えて

あげてほしいと思うんですけども、その財政運営

プログラムの見直しによって、やっぱり所管とし

てどんな気持ちちゅうか、どういう見解をお持ち

か、ちょっと教えてください。 

○建設部長（泊 正人）冒頭申し上げましたと

おり、要は、橋梁の長寿命化、それから、今の内

水です。ポンプ、雨水施設の関係。あと、公園、

それから住宅、建設部だけでも四つ。このほかに

財活が持っております市の施設とか、いっぱいあ

りまして、これらの更新になってきますと、かな

りの予算が必要になってまいります。 

 建設部が持っている分は国庫補助－こういう

長寿命化とか、こういう計画を策定すれば、国庫

補助に乗っていけるんですけど。それでも半分ぐ

らいは単費あるいは起債になってきますので、ど

うしても、こういう単費の建設維持課の一般道路

維持費とか、こういうものにしわ寄せが行くだろ

うと思います。 

 そこ辺で、今、建設整備課の道路改良に係る基

準あるいは建設維持課の舗装だったり、側溝だっ

たり、そういうものをどの程度のところでやって

いくかちゅうことを、今、副市長のほうから指示

が出ておりまして、その辺のいろんな方向性、シ

ミュレーションなんかをしながら検討していると

ころです。 

○委員（上野一誠）わかりました。一応、建設

政策課とは違って、建設維持課というのは、逆に

言えば一番身近に対応がしやすい。そういう意味

では直結する部分が結構あると思うので。今、部

長が言ったように、公園、住宅あるいは橋梁とか、

内水とか、そういうのが具体的に本当に試算がさ

れていくと大変な金額になって、維持費等いろん

な普通建設費のかかわりも、その区分けがしっか

りしてて、維持費がこれからだんだん上がってい

けば、言わば、こういう通常の維持管理も含める

と、やっぱりどうしても事業系を落とさにゃいか

ん。一つにくくってあるだけに、財政運営プログ

ラムがくくってあるだけに、やっぱり今後これあ

たりがどうなっていくんだろうかなというのが非

常に心配もしております。 

 そういう意味では、だんだん、年々減らしてい

かざるを得ないというのはわかるんですけども。

計画的に、やっぱり特に橋梁は危険な場所も結構

あるし、どれをやっても、しなきゃならない所管

としての責任かなと思いますけども。十分こころ

あたりは財政当局とも議論をしていただいて、必

要なもの、危険性があるものを含めて、やっぱり

年次的な計画の遂行をやっていただくように、ま

たお願いをしたいと思います。 

 財政、財政ちゅうふうになっていくと、やっぱ

り非常にそういう意味ではやらなきゃいかんこと

が後々になっていくといことも懸念されますから、

十分所管としては、これだけの部分を比べていた

だいて対応していただけるように、また要望もし

ておきたいと思います。 

○建設維持課長（永田一朗）ありがとうござい

ます。上野委員より、そういう形で応援メッセー

ジをいただきましたので、我々がやらなければな



－26－ 

らない部分が、部長のほうからも説明がありまし

たけど、橋梁の長寿命化、あと内水の排水対策、

あと日常の道路維持、河川維持、そういう部分が

あります。財政課と調整して、市全体の予算の配

分、どのぐらいになるのかという話もございます

でしょうけど、調整しながら、そちらの予算確保

については努めていきたいと考えております。 

○委員長（福田俊一郎）ほかに。 

○委員（持原秀行）済みません、１点だけ教え

てください。 

 この８款２項３目の交通安全施設等の設置に係

る経費、単独で２,０００万円ほど組んであります。

道路反射鏡等設置工事ということで上げられてい

るんですが。この中身について、例えばもう年次

的にされてずっと来ているのか、あるいは、そう

いう設置せにゃいかんような要望があるところと

か、そういうところが何カ所かあって、年次的に

やっぱりずっとやっていかれるものなのかどうか、

そこらあたりをちょっと教えてください。 

○建設維持課長（永田一朗）持原委員の質問に

お答えします。 

 計画的に一応延長が長い部分、ガードレールが

延長が長かったりとか、そういう分については単

年度でできない部分等がございます。それと、あ

とカーブミラーです。それについては、やっぱり

道路診断だったりとか、その診断結果に基づいて、

その要望に基づいて単年度、単年度やっていく、

そういう部分がございます。 

 それと、あと区画線につきましては、道路の舗

装と、一応舗装の補修と合わせた形でやっていか

なければならない部分等がございますので、それ

についても今回道路のストックで、道路の舗装の

部分についての調査をさしていただきましたので、

その道路舗装の結果に基づいて、また平成２６年

度以降につきましては、舗装の悪い部分について

は舗装して、それにプラスアルファした中で区画

線の設置をしていくという部分で、持原委員が言

われたとおり、継続して行う部分。それと、単年

度で上がってくる部分、そういう部分が相互あり

ます。 

 以上でございます。 

○建設部長（泊 正人）先日、鹿児島のほうで、

渋滞と反対側で、小学校１年生が飛びして、女性

の方がひいて亡くなったちゅうのがあって、けさ

の新聞だったと思うんですけど。横断歩道の表示

が薄くかったということで、恐らくまた言ってく

ると思いますので、その辺の調査をしたりしなが

ら、ラインについては停止線とかはしていかない

といけないというふうに思っております。 

○委員（持原秀行）何事もやっぱり事故があっ

てから責められるというところが、やっぱり当局

はありますよね。 

 ですから、やっぱりガードレールにしても、危

険なところとかいうのが非常に要望がたくさんあ

ると思いますので、ぜひ現地を調査していただい

て、危険なところから柔軟に対応していただきた

いというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）御意見であります。ほ

かにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員、質疑はございませんか。よろしい

ですか。 

○議員（井上勝博）ありがとうございます。道

路維持補修等業務嘱託員についてなんですが、樋

脇支所が具体的には減るという話も聞いたもんで

すから、これは全体がどうなっているのか。意見

交換会などのときには必ずと言っていいほど、河

川とか道路維持という問題については要望に出て

くるわけで。やっぱりできるだけ日常的にさっと、

そういった対応ができるためにも、こういうマン

パワーが必要だと思っているのですが、その辺に

ついては前年度に比べてどうなっているのか。 

 本来ならばふやしていかないと、地域の高齢化

が進む中で、地域社会を支える力が弱くなってい

く中で、行政としては、そういったサービスを拡

大しなくちゃいけないんじゃないかと思うんです

が、どういう状況か、教えていただきたいと思い

ます。 

○建設維持課長（永田一朗）道路維持補修等の

業務嘱託員の平成２５年度と平成２６年度の状況

でございます。 

 平成２５年度につきましては、全部で２０名の

嘱託員を配置しております。本庁のほうが９名、

樋脇が３名、入来が３名、祁答院が３名、下甑が

２名、以上、合計２０名でございます。 
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 平成２６年度につきましては、先ほど当初予算

の中で説明しました。各聞き取りの中で、下甑島

のほうに２名一応いるんですけど、上甑島のほう

に全然その嘱託員がいないという状況等もあって、

その部分を上甑の中で１名、昨年度よりはふやし

た形で、全体としては１名ふやして、２１名とい

う形で、ほかの支所、本庁の部分についての配置

の人数については変わってはございません。 

○議員（井上勝博）そうすると、嘱託員じゃな

くて、臨時職員が減っているんでしょうかね。そ

の辺がちょっと。嘱託員と臨時職員というのは、

また別に臨時職員もいらっしゃるんですか。その

辺の状況を。 

○建設維持課長（永田一朗）今回の臨時職員の

部分につきましては、予算の主管課が違いますけ

ど、商工振興課の予算の部分で、雇用対策の部分

で緊急雇用臨時職員をということで、道路の維持

の部分についても、そういうアルバイトの職員を

計上させていただいておりました。 

 平成２５年度の部分についての実績を説明しま

す。 

 樋脇だけでよろしいでしょうか。樋脇につきま

しては、４名、平成２５年度につきましては配置

しておりました。 

 平成２６年度につきましては、商工振興課とも

協議した中では、樋脇のほうに２名ということで

考えております。４名を２名という形です。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。一応原則２回ということでお願いをいたしま

す。 

 以上で、議案第３７号平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算のうち、本委員会付託分について質

疑が全て終了しましたので、これより討論、採決

を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定をいたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

 当局からの報告はありませんか。 

○建設維持課長（永田一朗）先ほど、小田原委

員よりも説明がありました内水対策中長期ビジョ

ンにについて、１２月議会の建設水道委員会の報

告で、１月中にということで説明をさせていただ

く予定でございましたが、日程調整ができず本日

になりましたが、説明をさせていただきたいと思

います。 

 前のほうでパワーポイントを使って説明をさし

ていただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 あと、資料のほうをちょっとお配りしますので、

少しお時間をいただけたらと思います。よろしく

お願いします。 

［資料配付、永田課長が前方のスライドに移動］ 

○建設維持課長（永田一朗）資料をお配りして

おります。説明については、この前のほうのパ

ワーポイントで説明さしていただきますが、この

説明する内容とお手元にお配りしてある配付資料、

内容については同じでございます。 

 それと、一番最後に、Ａ３でお配りしてあると

思いますけど、現況安全度と総合評価表、これが

一応ここに映してもちょっと小さいものですから、

それに説明するときについては、これを見ていた

だけたらいいかと考えております。よろしくお願

いします。 

 それでは、パワーポイントに基づいて説明をさ

していただきたいと思います。 

 次をお願いします。 

 業務の目的でございます。これにつきましては、

薩摩川内市内の内水地区を対象としまして、平成

１８年のナナフミ災害がございました。それにお

きまして浸水被害のあった箇所の解消を目指すと

いうのが大きな目的でございます。 

 次に、業務の項目及び実施フローということで

書いてございます。計画の準備です。あと、基礎

調査ということで、今までは、異なった内水解析

の業務委託、そういう資料の収集とあわせて、今

回、書いてございます許容湛水位、各地区の目標

水位の設定という形でございますが、各地区の宅
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地、それと、重要施設としては道路です。国県道

路の土地の高さと、あと、農地につきましては、

畑、田んぼの部分について、目標の水位を各地区

ごと設定してございます。 

 その中身をちょっと。宅地につきましては、最

低家屋の敷地高さ。それぞれの地区の家屋の敷地

高さですね。それを設定しています。それと、重

要施設については、その地区の主要幹線道路、国

道、県道です。その部分が通っていたら、底の最

低の高さ。農地につきましては田んぼ。田んぼに

ついては最低の農地の高さからプラス３０センチ。

畑につきましては、最低の農地の高さという形で、

各地区ごと、目標数の設定をしてございます。 

 それと、現況安全の評価ということで書いてご

ざいます。 

 各地区の現況安全と確率規模、２分の１から

３０分の１で評価という形で書いてございますが、

ここの２分の１、３０分の１の説明をします。 

 各地区におきまして、平成５年のハチロクの災

害、それと、平成１８年のナナフミの災害、これ

を洪水波形を対象としまして、確率規模別の内水

解析を行っています。基本的にはハチロク災害の

雨を降らした場合と、あと、平成１８年のナナフ

ミの洪水波形を対象として照らした場合。各地区、

そういう内水解析を行いまして、どの規模の雨ま

では大丈夫なのか、つからないのかという形で、

そういう確認を行っております。 

 ２分の１というのは、２年に１回降る雨の、豪

雨の強度ございます。３０分の１というのは、

３０年に１回ぐらいの規模の結構大きな雨が降る

場合の強度という形で考えていただけたらと思っ

ております。 

 それと、４番。それを済ませまして、長期ビジ

ョンの検討ということで、浸水の実績、あと試算

の状況をこれをまた点数化することで、整備の優

先順位を定量的に評価するという形で、ここでそ

ういうふうに評価をしてきています。その後に、

中長期ビジョンの検討という形。 

 それと、中期ビジョンの検討におきましては、

対象地区の選定、それと、内水の解析、それと、

整備計画の検討を行っております。 

 ６番目に、中長期ビジョン（案）の作成という

形です。 

 それと、関係協議、資料の作成、報告書の作成

という形で、一応フローで考えていきたいと考え

ております。 

 次をお願いします。 

 検討の条件です。対象の内水地区につきまして

は、６７地区、うち既存の排水施設、つまり排水

機場がある部分について、内水排水機場等がある

分について４８地区ございます。ないところにつ

いては１９地区という形で対象をしてあります。 

 ２番目に、許容の湛水。先ほど目標水位を述べ

ましたけど、まずは、家屋の部分が一応つからな

いということが前提ということでございます。 

 それと、３番目に、対象外力として、Ｗイコー

ル１０分の１規模とするという形で書いておりま

す。これは、１０年に１回の規模の雨を降らした

場合に、基本的には、もうつからないという形で

あるかどうかを確定するということでございます。 

 一応、全部その６７地区につきまして評価を行

った、現況安全度等総合評価を行った分がこうい

う形でございます。 

 選定の結果として、中期ビジョン対象地区とし

て８地区、長期ビジョン対象地区として１９地区

を選定したということで書いてございますが、こ

れについて、詳細についてはまた後で説明したい

と思います。 

 次をお願いします。 

 まず、中期ビジョン（案）について説明をさし

ていただきます。 

 整備期間として、平成２６年度から平成３５年

度の１０カ年としております。それと、概算事業

費が約２９億８,６００万円。年間でなおしますと

約３億ベースお金が必要になってくるという形で

なってございます。 

 中期ビジョンでは、現況安全度、それと、内水

被害の実績の部分、それと資産の状況、そういう

部分を、先ほど総合評価した、総合的に判断した

結果を優先的に内水対策が必要となる箇所として

８地区を選定しております。 

 また、対策を講ずることにより早期に効果が出

る場所として、箇所、それと予算の平準化を考慮

しまして整備する順序を決定してございます。 

 整備内容の詳細について後で説明させていただ

きますので、ここでは省略をさせていただきたい

と思います。 

 次をお願いします。 
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 次に、長期ビジョン（案）について説明します。 

 整備期間としては、中期ビジョンを平成３６年

度から平成の５６年、２１カ年で、総事業費が

６１億７,３００万円で、これも年間の投資額を約

３億ベースでした場合について、予算の平準化を

考慮して２１年かかった形で計画としてございま

す。 

 長期ビジョン対象地区としては、現況の安全度

の評価が１０分の１以上なかった地区、つまり

１０年に１回の規模の雨が降ったときに、つかる

という地区。中期ビジョン地区に選定されなかっ

た１９地区を選定しております。 

 また、その整備内容の全てが排水ポンプ施設の

増設それと新設。増設が５地区、あとは新設が

１４地区でございます。 

 現況安全度等の総合評価の優先順位、先ほど表

がございました、Ａ３の表です。それの総合評価

の結果に基づいて、この優先順位で一応入れてご

ざいます。 

 次をお願いします。 

 中期ビジョンの対象地区について詳細にこれか

ら説明さしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 次をお願いします。 

 まず、大小路の排水ポンプ施設でございます。

現在行われております川内川の河川改修、これが

九州新幹線、肥薩おれんじ鉄道、ここは川内川で

す。その右岸にございます、ここに今、田原病院

があります。こちらのほう下内田樋管という、こ

こにポンプ場があるんでございますが、ここの分

についての対策、工法でございます。 

 まずは、ここの下内田樋管の改築を行うという

ことで、現況が、今、この高さが１.２メーター、

幅が１.５メーターございますけど、それを改修し

ます。高さを２.３、幅を２.３、大きくするとい

うことが一つです。 

 それと、ここに集まってくる水路があるんです

けど、こちらから来る分、こちらのほうから来て

いる分がございます。ここの断面が小さいもので

すから、それをまた改修しようという内容でござ

います。ここについては、Ｈが１.０からＷ１.３、

この分を２.３掛ける１.５の大きな排水路に変え

ましょうという形で、ここの浸水について解消し

ましょうというのが一つでございます。 

 次をお願いします。 

 次が山田島排水ポンプ施設でございます。中郷

川でございます。川内川でございます。こちらの

ほうが中郷のポンプ場でございます。ナナフミに

よってこちらに降った雨が、ここにポンプ室があ

るんですけど、既設のポンプの容量が足りなかっ

たことによって、ここが浸水したという形でござ

いますけど。まずは、ここに山田島のこちらの排

水ポンプで切れないもんですから、こちらではば

ききれない水を、このバイパス水路によって中郷

ポンプ場のほうに持って行きます。ここの堤防の

横に市道がございますけど、市道の中にバイパス

の水路を整備しまして、この水を流して、中郷ポ

ンプ場から川内川のほうに排水すると。 

 前回、ナナフミのときに、この中央ポンプ場の

ほうの周辺はどうだったかということがございま

す。状況としては、こちらのほうが浸水しており

ます。ここの分についてはポンプの容量が大きい

ものですから、まだ余裕があって、こちらの分に

ついては浸水の状況は見受けられなかったと。そ

ういう状況がありましたもんですから、そのポン

プの容量がまだ余っていますので、こちらのほう

に水を流して、こちらでアップすると、そういう

方法をまずはとりたいということでございます。 

 次をお願いします。 

 中郷の今度は区画整理事業で、ここが国道

２６７号線です。こちらの緑の部分が中郷ポンプ

のほうに流れていく都市下水道です。こちらの緑

の部分が山田島排水ポンプ場、中郷川のほうに流

れてくる既設の都市下水道です。 

 こちらの部分ではばききれなかったものを、こ

の都市下水道をつなぎましょうと。つなぎまして、

ここがオーバーした時には、今まではこちらの中

郷川のほうに流れてたんですけど。こちらのほう

に、今度は中郷ポンプのほうの流域の都市下水道

を使って、こちらのほうに流したらどうかという

ことで、これが二つ目の施策です。そういう方法

です。既設の都市下水道をつないで、オーバーし

たときには、こちらに流しましょうと、そういう

方法をしていきましょうということです。 

 次をお願いします。 

 これについては、今、銀杏木川ですね。ここに

つきましては、今、県のほうが－ここが

２６７号です。ここが肥薩おれんじ鉄道です。こ
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こまで一応県のほうで、銀杏木川の河川改修をし

ていただきました。 

 その上流について、市の河川になりますけど、

河川改修というか、その断面が足りないもんです

から、その排水能力を高めるために河道の改修を

行いたいということで、こちらに書いております。 

 ここの部分につきましては、今、工事を進めて

ございます消防の中央消防署の横にあります、そ

ちらに銀杏木川がございます。今の断面がこうい

う断面ですけど、計画断面としてはこのぐらいの

断面が必要になってくるということでございます。 

 そういう形で、その分、今管理している分を

１,５９２メーターございますが、結構延長が長い

んですけど、その部分について河道の改修を行う

ということというのが三つ目の計画でございます。 

 次をお願いします。 

 次は、上五代の排水樋管。これは主要地方道、

県道京泊大小路線ですね。これが銀杏木川になり

ます。これが江川でございます。 

 ちょうどここの部分になるんですけど、ここで

すね。上五代樋管というのがあって、ここの部分

については、ここの水が、この緑に囲んである部

分について、ここで今排水してたんですけど、こ

こがはばききれないもんですから、今、既存にあ

ります自由勾配側溝が、この大きな断面のほうに

入っています。 

 それと、あと、ここに新しくまた３１０メー

ター延長がございますけど、自由勾配側溝の

５００型バイパス水路を整備して、ここで、はば

ききれない水を、まずこれを利用して銀杏木川の

排水機場に持ってきて排水しましょうという計画

でございます。 

 次をお願いします。 

 今度は、整備効果について説明をさせていただ

きます。 

 ここに、こういう感じで色がございます。これ

につきましては、川北地区について内水の処理の

解析をしております。平面の２次元モデル、ちょ

っと難しいですけど、ここの１個１個のマスが

２５メーター掛ける２５メーター。一応、ナナフ

ミ災害の雨を降らしたときに、今の既存のこうい

う排水機場、ポンプ施設がございます。そうした

ときに浸水の状況はどこにあらわれるかというこ

とで検証を行っています。 

 一番ひどい部分につきましては、ここの瀬口の

排水ポンプ施設周辺で赤のマークが出ています。

これは１メーター、０.９から１メーター。こうい

う形で、赤の部分はそういう形で出ています。黄

色、水色という形で浸水の深さが凡例になってい

ますけど、顕著に見えるのは、この部分、それと、

中郷川のこの区間です。それと、銀杏木川、これ

に２６７になりますけど、こちらの部分。 

 それと、先ほどの肥薩おれんじ鉄道、この周辺。

それと、先ほど説明しました大小路の排水ポンプ

のところ、それと、上五代の部分、この一部分と

いう部分で浸水の状況が見られるということでご

ざいます。 

 次をお願いします。 

 先ほど説明しましたこちらの樋管の整備だった

りとか、排水機場の整備、バイパス水路の整備、

それと、こちらのバイパス水路、下水道をつなぐ

整備、それと、あと銀杏木川の河道改修。それと

あと、説明してないんですけど、中郷の上池と下

池川がございます。こちらについても地元の中郷

の土地改良の理事の方と一応協議をさしていただ

いて、御協力をいただくということで一応協議を

さしていただきました。 

 大雨が降る、もしくは、大雨が降る前に、あと

台風というのがございます。その前に、もう１週

間前からこの上池と下池について洪水調整をして

水を抜いてもらうと。そうすることによって、初

期の段階において、まずこちらに中郷川に流れて

くる水というのは、この中郷の上池と下池、この

上のほうからの流域が多いところでございますの

で、まずは、ここで降った水をここでキャッチす

ることによって、こちらに浸水を及ぼす、そうい

う部分を防ぐということでございます。 

 そういう形で協議を進めさしていただいており

ます。 

 そうしたときに、整備効果なんですけど、全て

の対策をしたときに、じゃあ、この色がどうなっ

たかというと、どこにもあらわれていませんので、

そういう対策を講じたら、内水浸水の解消をする

という形の解析の結果が出ております。 

 次をお願いします。 

 先ほど言われました小田原委員の質問の中で、

どういう形でしていくんだという話がありました

けど、ステップごとに一応お示ししてございます。 
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 ステップ１としては、上池、下池の活用、まず

は、ここの洪水調整をします。あと、既設下水道

の接続ということで、先ほど説明しました都市下

水道がこことこの部分にありまして、これを接続

するというお話をさしていただきました。それが

一つです。ステップ１としては。 

 ステップ２としては、今度はバイパス水路を新

設。この中郷の山田島排水ポンプから中郷のポン

プまでを、一応バイパス水路を持っていくと、こ

れがステップ２です。 

 ステップ３としては、銀杏木川の改修。こちら

の改修を、銀杏木川の改修をすることによって、

全てが解消すると、そういう形で、１、２、３と

いう形でしたいと考えております。 

 先ほどの説明ですけど、次をお願いします。 

 まずステップ１で、平成２６年度は実施したい

と。予算で一応３,０００万と８,０００万だった

と思います。委託料は３,０００万、工事請負費で

８,０００万、一応見てございます。 

 委託料については、この斜樋、あと、この下水

道の接続工事に係る実施設計ですね。そちらのほ

うをしたいと。 

 工事につきましては、まずは、こちらの中郷の

上池と下池、洪水調整をするそういう施設がござ

いません。下池にはあるんですけど、斜樋という

形で。斜めに堤防のところに。斜めになってて、

これを抜くことによって水位が下がっていくとい

う、そういう調整の斜樋という構造物があるんで

すけど、それが上池にないもんですから、まずは、

その斜樋の工事を上池にしたいというのが一つ。 

 もう一つが、先ほど言いました都市下水路がこ

ちらの部分と、こちらの中郷の部分でございます

ので、そちらの部分の一部ですけど、全部はちょ

っとできません。８,０００万のうちです。こちら

の工事を残った分でできる部分ということについ

てやっていきたいという形で、２６年度は考えて

います。 

 このステップ１で検証したときに、一番見受け

られるのが、こちらの部分です。瀬口の排水ポン

プで赤だったものが、基本的には、これとこれを

調整することによって解消していく、そういう部

分があります。 

 次をお願いします。 

 ステップ２です。ステップ２については、今度

は、ここにバイパス水路を設けるというのがステ

ップ２でしたので。そうすると、もう色が残って

いるのは、この銀杏木川です。バイパス水路新設

後に、浸水の幅、あと水深の部分というのが基本

的にこの銀杏木川だけの部分になってしまうとい

う形で、ここにもちょっと現れる。そういう形で、

この辺に降った雨については、ほとんど解消でき

るんじゃないかということであります。 

 次をお願いします。 

 ステップ３として、銀杏木川の河道改修でした

けど、これをすることによって、先ほども示しま

したけど、全て浸水してない状況が見受けられま

す。 

 次をお願いします。 

 これは、もう具体的に、先ほど説明したこの効

果の中で、上五代排水樋管、こちらにこういう浸

水する状況が見受けられたんですけど。次をお願

いします。解消することが、この対策をすること

によって、ここの色は消えたと。そういうことで

ございます。それが一つです。 

 次をお願いします。 

 先ほどの大小路排水ポンプ、ここに一部浸水す

る状況がございました。これを先ほどの対策を講

ずることによって。 

次、お願いします。こちらの改修とこちらの水

路の改修を行うことによって、ここに色が消えた

ということで、浸水を解消できたと、そういう形

です。 

 次をお願いします。 

 次は、今度は中郷からちょっと離れるんですけ

ど、矢倉地区です。矢倉については、今、プラッ

セだいわ、旧国道３号、ここにケーズデンキがご

ざいます。雨が降ったら、この旧国道３号の部分

が浸水していたという状況がございました。 

 一応それを解消するにはどうしたらいいのかと

いう形の中では、今、水の流れがここだけを通っ

て、ここのポンプ施設でアップしていると、そう

いう状況がございます。結構ここで大きい管が入

れてあるんですけど、じゃあ、ここの水というの

は、こっちからの水が流れてきますので、その前

の段階で、こことここの部分において、今、既存

で入っている０.２掛ける０.３の道路排水を

１.０掛ける０.３という形で深い断面に変えてや

って、こちらに行く水を少しでも前でもうタッチ



－32－ 

して、こっちへ流しましょうという話で、そうす

ることによって、ここの浸水が解消するという話

です。 

 次をお願いします。 

 次は、宮里地区になります。川内川です。こち

らが平良川です。県道はこれですね。こちらのほ

うに宮里排水ポンプ施設、こちらには平良の排水

機場がございます。 

 こちらに月見団地、宮里のほうに行く一つ目の

信号がここです。ここに川畑川という川がござい

ます、市が管理する。ここの部分が断面がストッ

プしているもんですから、ここにおいて浸水の状

況ができるわけです。 

 ここの排水ポンプの施設を規模として上げられ

ないもんですから、こちらのほうにバイパス水路

を整備して、はばききれない水をバイパス水路を

整備して平良川に流して、ここで、一応ポンプア

ップしましょうと。 

 それと、あと、こちらのほうの河道の断面が今、

１.２掛ける１.１です。それを１.２掛け３.６と

いう断面に改修をして、水の流れの排水能力を一

応アップしましょうという話でございます。 

 次をお願いします。 

 次は、舟倉地区でございます。ここは東郷です。

東郷橋です。旧国道２６７です。これが国道

２６７ですけど、ここに東郷支所がございます。 

 斧渕排水機場、これが下水流川です。ここにあ

るんですけど、舟倉の排水ポンプ施設というのが。

今の流域にかかっているのは、この色を塗った分

でございます。ここに降った水はこちらに流れて

ポンプアップしているんですけど。一応この能力

が足りないということ等があって、こちらのほう

にバイパス水路を設けて、こちらのほうに水路を

設けて、この赤の部分、ここの赤の部分の水はこ

ちらの下水流川に排水して、斧渕の排水機場で流

しましょうと。 

 あと、こちらのバイパス水路については、この

緑のエリアです。このエリアに降った水について

は、ここでキャッチして、下水流川に流して排水

機場でアップして流しましょうということで。こ

ちらの部分については、もう紫の部分にだけ降っ

た部分についてもアップしましょうという形で、

ここで浸水する分については、そういう解消を図

りたいということです。 

 次をお願いします。 

 これは上川内です。上川内地区、ニシムタがご

ざいます。国道３号線、高城川です。ここが肥薩

おれんじ鉄道、こちらに行けば京セラのほうに行

く道路です。県道吉川川内線、ここの高架の下、

市道になるんですけど。ここが浸水します。浸水

する原因というのは何かと言うと、ここの赤を書

いたのはこれですけど。こちらからの水がこう流

れるんですけど、ここの排水門、水路があるんで

すが、水路の断面が基本的には低いもんですから、

ここまでしかないんですけど、これをオーバーし

ていると。こちらのほうがたまっちゃうという形

です。 

 ここに降った水というのは、こちらのほうに流

れるんですけど、それ以上にこれが来るもんです

から、ここが浸水するというそういう状況が見受

けられる。 

 これを解消するについては、ここの水路の部分

の断面を基本的には１０センチと３０センチかさ

あげして、オーバーフローするのもとりあえず防

ぎましょうと。そうすることによって、水はずっ

とこれに流れますので、ここにオーバーフローし

て、水はたまらないと、そういう措置でございま

す。 

 次をお願いします。 

 先ほどの中期ビジョンです。中期ビジョンの予

算案です。ここです。最後に。 

 先ほども部長が説明しました建設維持課におい

ては、平成２６年度以降、橋梁の長寿命化、それ

と、今説明しました内水の排水対策の事業、それ

と通常行われている道路・河川の維持・管理、そ

れとあと災害対応です。そういう形で多くありま

す。 

 その中で、この内水排水対策を、どういう形で

進めていくかという話がございます。大型の予算

ということで、今の計画としては、年度ベースで

３億という形で予算計上した形で計画をしてござ

いますけど。平成２６年度については、その中で

も３,０００万と８,０００万、１億１,０００万し

か予算措置できなかったという部分がありますけ

ど、そういう部分を含めて今後、この実施に向け

て財政課とも調整して、市全体の確保。 

 それと、あと、詳細の設計をするときに、工法

検討を行います。一応、予算の軽減化の一番いい
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方法は何なのか。あと、経済的な工法は何なのか

と、そういう部分の議論を行います。 

 それと、あと、国県の有利な補助事業、そうい

う部分が今ございません。そういう部分がまた新

たに国県補助というそういうのがあれば、そうい

うのに乗っかって、なるべく薩摩川内市の単独費

がかからないような形でのそういう部分で活用し

ていきたいという形で考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（福田俊一郎）ありがとうございまし

た。じゃ、もう席のほうで。 

 丁寧な御説明をいただきました。結構ボリュー

ムもあって、それぞれの地域がありますので、委

員の方々にも大変身近な問題であるし、市全体の

もちろん問題でもあります。せっかくですので、

今説明をいただいたばかりですから、ぜひ何か御

質問があれば幾つか出していただきたいと思うん

ですが。 

○委員（小田原勇次郎）済みません、先ほど質

疑をした関係でちょっと口火を切らしてください。 

 平成２６年度の当初予算で、２６年度分はちょ

っと御説明をいただきたかったなという部分があ

ったんですが、まあ平成２６年度の当初に係る分

は。 

 中長期ビジョンでは、先ほど、課長の一番最後

のいわゆる決意表明は、中長期ビジョンによれば

２億の計画でビジョンは掲げられておりますが、

本年度は今のところ当初ベースでは１,１００万の

予算措置であったと。あとの不足分は補正等で何

とか確保していきたいという決意のあらわれとい

うふうに認識してよろしいんでしょうか。 

○建設部長（泊 正人）私のほうから。今説明

したこの中長期ビジョンの結果の中では２億とか、

こういう数字が出ておりますけれども、実際には

厳しいです。補正では考えておりません。 

 ですから、年次はおくれていくだろうと。そう

でないと市の財政がとても。これだけじゃないで

すので、橋梁もあるし。ですから、個人的、課長

とはちょっと違う部分があるかもしれませんけど

も、こんなにかかるんですというのを、きょうは、

わかっていただきたいというところでとめていた

だきたいと思います。 

○委員（小田原勇次郎）ということは、きょう

御説明いただいた１０カ年計画と、その後の

２１年計画というのは、計り知れなく延びていく

可能性を踏まえておるという認識のもとに、この

ビジョンを理解しておかなければならんというこ

とですね。 

○建設部長（泊 正人）いや、ですから、永田

課長が申しましたように、その間に、今、国もこ

の内水対策については、新しい補助制度を今検討

していただいている途中ですので、そちらに期待

をして、できるだけ、このせっかくつくったビジ

ョンに少しでも近づけるようにしていきたいと思

っております。 

○委員（小田原勇次郎）わかりました。 

○委員長（福田俊一郎）ほかに。 

○委員（上野一誠）このビジョンの対象地域と

いう捉え方で、基本的な考えを教えてください。

ここに検討条件として、内水地区が６７地区ある

と。そのうち排水施設があるのが４８で、ないの

が１９ですよという説明。それで、中長期対象と

しては、中期ビジョン対象が８で、長期が１９地

域を選定します。 

 それで、薩摩川内市というふうになっているの

で、このほかに、地域が特定されるんですけども、

一応これは薩摩川内市全体のビジョンづくりとし

ては網羅されていると。ほかには問題なく、これ

に乗せないでも大丈夫なんだよという理解でいい

んですか。 

○建設維持課長（永田一朗）今回、一応調査さ

していただいたこの６７地区につきましては、ナ

ナフミ災害のときに浸水の被害等があるかどうか

も懸念された中での、そういう調査でございます。 

 言われるように、薩摩川内市全体の内水対策計

画でございます。きょう説明してないんですけど、

甑島の部分についても一応まとめてはございます。

今、甑島の部分については、上甑の部分の里の部

分について、里の排水対策の事業という形で、今、

事業を実施している、そういう現在進行でござい

ますので、その部分も一応この計画の中には入っ

ているという形でございます。 

 こちらの本土の本庁及び４支所全部の部分につ

いての内水対策計画という形で、一応考えてござ

います。 

○委員（上野一誠）甑も含めてでしたけど、と

いうことは、ここに出てない部分は、大方そうい

う対応はしなくても防災を含めて十分災害は起こ
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り得ない、あるいは、これに入れなくても大丈夫

という認識を持っといていいんですね。 

○建設維持課長（永田一朗）今回、我々が把握

した中で、そういう形の部分は多分あろうかと思

います。 

 また、地区によって、地元のほうから、またこ

こも浸水すったっどと、そういう部分等が、まだ

把握し切れていない部分等があるかと思います。

そういう部分等があれば、またそちらのほうの部

分も含めて検討しないといけないのかなと考えて

おります。 

 とりあえずは、２５年度の成果としては、今の

部分に区切って、一応成果としてまとめさせてい

ただいたということでございますので、また地元

のほうからそういう部分がまだあると、漏れてお

るどということ等があれば、また検討していかな

ければならないのかなと考えております。 

○委員（上野一誠）きょう、説明を受けたばっ

かしで、まだ熟知できない部分があるのは、いわ

ば排水機場を軸にした計画になっているように思

えるんですよね。ですから、そういう意味では、

災害のない一つの所管としての形がある程度、場

合によっては中長期計画をやる場合は、ローリン

グをしながら、いろんな角度で入れたりとか、そ

ういうものが必要になるのかなという気がします

けど。そういうものは、今、課長が言ったように、

必要に応じて計画にのせていきますよという捉え

方でいいんですかね。 

○建設維持課長（永田一朗）今回、２５年度で

この計画を作らせていただきましたので。もしく

はこの計画をまた５年だったりとか１０年だった

りとかという部分の中で、この計画を見直しをし

ないといけないのかなという部分が多分出てくる

ころかと思います。そういうときに、またプラス

アルファした中での計画、また、今現在の事業の

実施の経過に基づいて、そこをまた計画の見直し

をしないといけないのかなという形では考えてご

ざいます。 

○委員（小田原勇次郎）ごめんなさい、先ほど

聞き忘れたところでした。対象外力のＷの１０年

に１回の規模という部分の把握の仕方は、おおむ

ね今の現時点においてはナナフミ災害のいわゆる

あそこはずんばい降ったという状況がある程度の

基準想定内という部分の認識でよろしいんでしょ

うか。 

○建設維持課長（永田一朗）この１０分の１と

いうのは、過去の一応、ハチロク水害、あとナナ

フミ水害の実績も含めた形で、その中でのデータ

をもとに、１０分の１の確率はどのぐらいになる

のか、あと３０分の１の雨の強度としてはどのく

らいなのかという数字が出ております。その

１０年に１回の規模で降ったと仮定する規模での

雨での判断ということでございますので。 

○委員（小田原勇次郎）これは、この基準値と

いうのは、今後は変動の可能性もあり得るという

認識のほうがいいんでしょうか。ですから、例え

ばそれがまた想定が変わってしまって、それによ

る、今、上野委員がおっしゃるように、またある

程度それに匹敵するようなもののビジョンの見直

しをしなきゃいけない部分があるんでしょうけど、

この基準値は年々変わっていくという認識を持っ

ていたほうがいいんでしょうか。 

○建設維持課長（永田一朗）今、我々が作って

いる内水排水対策の基準というのは１０分の１で

させていただきましたけど。あと下水道の持って

いる排水ポンプがありますね。あちらの排水の基

準につきましても、今は１０分の１というのが基

準、標準でございます。川内川だけが－今河川

改修を行っています。国のほうが河川改修を行っ

ていますけど、あの基準だけが－３０分の１と

いう大きな確率で、堤防の計画を一応している状

況でございます。その下の市町村の普通河川、準

用河川、市が管理する河川の設計基準としては、

１０分の１というのが標準でございます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。

質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の……。 

○議員（谷津由尚）１点、こちらの中長期ビジ

ョンということで、これは何らかのきちんとした

形で、一般市民の方に出されるんでしょうか。そ

れとも、庁内のビジョンということで、庁内だけ

で扱われるのか。 

○建設維持課長（永田一朗）まずですね、今考

えているのは、各地区の方々に、まず中郷地区の

方々に説明を申し上げたいなという形では考えて

ございます。今までの一般質問の中でも、あとま

ちづくり懇話会、あと地域のそういう意見交換会

の中でも、議題として出てございます。そういう
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部分で、まずは中郷地区の方々には説明させてい

ただきたいなという形でございます。あと、それ

ぞれの地区でまた事業を実施するということにな

れば、その地区の方々へはまた説明していかなけ

ればならないのかなという形では考えています。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

 今、小田原副委員長のほうから、先ほど所管事

務調査の中でもう一件どうしてもあるということ

でしたので、皆さんよろしゅうございますか。 

○委員（小田原勇次郎）先ほど、ここの部分の

限定の議論のような雰囲気で進んできていたもの

ですから、私もこれと違う部分があったんですが、

よろしいですか。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

○委員（小田原勇次郎）それでは、今度は中長

期ビジョン以外の点を１点、課長。県の河川管理

の関係なんですが、市の行政を通じて、例えば自

治会が県の河川整備のボランティア、愛護作業を

するときに、県が燃料代を出しますよという部分

を、市を窓口として自治会に募集をかけておる案

件があると思うんですが。それはことしもされて

おられるかどうか、ちょっと教えてくださいませ

んか。 

○建設維持課長（永田一朗）河川愛護作業の部

分で、そういう部分を実施しております。県のほ

うの部分ですね。 

○委員（小田原勇次郎）今おっしゃるように、

これは県が県河川を愛護作業する際に、県が燃料

費を持つから、自治会で申請を出しなさいという

案件が市の行政を通じて出されておるんですが。

もう１点、なぜこの質問をするかといいますと、

県が県河川を愛護作業する際に、水辺のサポート

推進事業というのがあるんです。別件で別立てで

事業実施しておる案件があります。 

 これは県の事業なんですが、そうしたときに、

県はこの事業に、要するにこれは事前承認をして、

ボランティア団体がサポートをしますよというこ

とで事前申請をして、県が認可をしたところに同

じく材料費を、いわゆる燃料費を出して、河川愛

護作業をするという別の実施要綱に基づく事業が

あります。 

 なぜ、私がこれを議論するかというと、自治会

が、こういう案件があるというのを知っておって

ほしいというので、一応申し上げるんです。ある

単独自治会が、県のサポートに募集をしたときに、

それが登録されます。そして、県河川のある一部

分の中に、県は看板を立てるんです。どういう看

板を立てるかというと、「この川はマルマル自治

会がボランティア作業で清掃作業をしておりま

す」という看板を立ててしまうんです。 

 どういうことかというと、なぜ問題が発生する

かというと、長い河川敷の中において、ある一部

分にＡという自治会だけがサポート登録をしてし

まうと、この川はＡ自治会が愛護作業をしておる

部分なんですと。そうしたときには、要する県河

川の広い中で、複数の自治会が愛護作業をしてお

って、片や燃料費だけをもらって作業しておる。

片やサポートを登録したら看板が設置されるとい

う、こういうことをしてしまうと、「あそこの人

ばっかりがしとったらよ」と。言っている意味は

わかりますか。この河川整備は、「サポート事業

を使って看板を出しておるＡ自治会だけがしとっ

たらよ」と。それに表に出ていない自治会は燃料

費をもらってボランティアをしているけれども、

何ら看板が設置されないという中において、自治

会同士のあつれきが生じてきておるという実態を

知っていただきたいという部分があります。 

 ですから、余り単独自治会がサポート推進の事

業の中で、表看板－愛護作業をしていただくの

はいいんですよ。広い複数の自治会が一生懸命愛

護作業をしておる県河川において、一自治会だけ

が看板をして、この河川はＡ自治会が愛護作業を

していますよという、こっちの事業を使ってしま

うと、「おいなんども愛護作業をしとったとこ

い」っていう声がどうしても上がってきてしまう。

そこあたりを県も少しは取り扱いを考えてもらえ

るように、自治会の身になって、そういう調整も

図っていただかないと、現にそういうお声があり

ます。 

○建設部長（泊 正人）今の水辺サポート事業

は、私も知っています。地元から県の、どこどこ

河川の伐採なり寄洲除去をしてくださいという要

望があって県に行くと、県は「こういういい事業

があっで、こいでしてもらえんどかい」とくるん

ですが。私はそういう高齢化でそれはできないと

いう形で断って、余りいい事業じゃないと、私も

小田原委員と同じような認識ではおります。 

 そんな中で、２４年度から寄洲除去とかも別に
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始まっておりますので、これについては今おっし

ゃったような認識で、県とはまたいろいろ、こう

いう声がありますよというのはお伝えしたいと思

いますし、最初の燃料は後出しで、１回終わって

から後から来るもんですから、どうもそれも余り

ここで県を悪く言うのもなんですけれども、来年

のとか、今度は先に出された方に後から燃料を配

って回るとか、自治会長さんはわざわざ、どこど

こ券を役所でもらって、窓口は県に行ってもらっ

て、その券を今度は何とか石油に寄ってそこで買

うとか、非常に結構なところがございます。 

○委員（小田原勇次郎）部長には御理解をいた

だけましたので、要するに燃料を支援するとか、

市がやっておるような河川愛護で謝金を均等に払

っていくというような、そこだけで終わってしま

えばいいんですけど、県のようにサポート事業で

サイン表示、今どき景観行政も配慮しなきゃいけ

ないのに、河川敷に看板を立てて、Ａ川はＢ自治

会がサポートを一生懸命していますよというのを、

そこの自治会が全部の川の流域をしていればいざ

知らず、単独自治会だけの名前を上げてしてしま

うとあつれきが生じてしまうので、県のほうにも

ぜひ取り扱いをやっぱり配慮をしてもらわんと、

なかなか難しいですよというのをまた御進言いた

だければ非常にありがたいのかなと思うところで

した。これは県の事業なので、要望という形では

とられなくて結構です。こういう声があるという

ことだけ、一応申し上げておきますので。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）ほかに所管事務調査、

ございませんか。委員の皆さんからありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 それでは、委員外議員。 

○議員（井上勝博）一般質問でちょっとすれ違

いがあって、例の７月５日に口頭で住民の人たち

が言っているはずだよということが、そちらでは

そういうふうな認識がなくて、回答がおくれたこ

とを言っているんですが。あることについては、

７月５日に口頭で住民側が指摘しているというこ

とについては当局の認識はありますか。 

○建設部長（泊 正人）いいんですかね、言っ

て。 

○委員長（福田俊一郎）私は何の話かよくわか

りません。 

○議員（井上勝博）要するに、産廃場の処分場

のところで、私が一般質問で取り上げて、７月

５日にケーブルがあるよということを住民の方が

口頭で言われて、それから２カ月間してから撤去

されたということについて、それは当局側の認識

になかったようだったので、検討しようという部

長の答弁だったので、改めてここでお聞きしてい

るということです。 

○建設部長（泊 正人）井上議員の一般質問の

中で、知識副市長とのやりとりの中で放置したと

いう話の中で、ケーブルを放置したという話でし

たけれども。前回の佃議員の質問のときには、な

ぜ守る会が質問状、要請書を出したのに、その回

答が２カ月おくれた、その２カ月に対する放置と

いう意味でしたよと。ケーブルを２カ月間放置し

たんじゃないですよと、そこが取り違わないでい

ただきたいと私は言いました。 

 その後で井上議員から、だけどケーブルについ

ても７月ごろに守る会があれはないかと指摘をし

たんだから、それから外したのは２カ月以上たっ

ていたから、放置が両方になってしまったんだけ

れども、そこはどうかということで、あの時点で

通告外と私は思っていましたので、後ほどという

ことでお答えいたしました。 

 口頭で７月のそのころに、私は聞いておりませ

んでしたので、正式に来たのは８月の何日かに文

書でそれを見まして、それから１カ月足らずで撤

去をしておりますので、ケーブルが放置をされて

いたというのに２カ月というのは私どもは認識は

ございません。 

○議員（井上勝博）それじゃ７月５日にという

ことできちっとおっしゃっていますので、わかり

ました。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。以上で、建設維持課を終わります。御苦労さ

までした。 

────────────── 

△委員会報告書の取扱い 

○委員長（福田俊一郎）以上で、日程の全てを

終わりましたが、委員会報告書の取りまとめにつ

いては委員長に御一任いただくことに御異議あり

ませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ありませんので、

そのように取り扱います。 

 当局の皆様、大変お疲れさまでした。 

 ここで、協議会に切りかえます。            

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時５２分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時５３分開議 

          ～～～～～～～～～      

○委員長（福田俊一郎）ここで、本会議に戻し

ます。 

────────────── 

△行政視察の取扱い 

○委員長（福田俊一郎）それでは、行政視察の

取り扱いについてお諮りします。 

 平成２６年度の行政視察については、閉会中と

いうことで実施したいと思いますが、視察先との

調整の関係で、委員派遣の手続は委員長に御一任

していただきたいと思いますが、そのように取り

扱うことで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議なしと認めます。

よって、そのように取り扱います。 

 ここで、もう一回、協議会に移します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時５３分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時５５分開議 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）本会議に戻します。 

────────────── 

△閉会中の継続調査及び委員派遣 

○委員長（福田俊一郎）ここで、閉会中の継続

調査につきましてお諮りいたします。 

 お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査を議

長に申し出ることとし、また、先ほどの行政視察

のほかに、閉会中に現地視察など委員派遣を行う

必要がある場合は、その手続を委員長に御一任い

ただきたいと思いますが、そのように取り扱うこ

とで御異議はありませんか。（資料は巻末に添

付） 

○委員（上野一誠）８番だけど、上下水道事業

と書いてあるけど。今さっき言った委員会の行政 

視察に関連するんだけど、簡易水道がこの中に網

羅されていない。ここには括弧で上下水道に簡易

水道を含むと入れないと。入れてたほうがいいん

じゃないの。上下水道には網羅できないから、簡

易水道を入れていないと。仮にやるとしたら入ら

んので。 

○委員長（福田俊一郎）わかりました。今、意

見が出ましたので、ちょっとここを調べて、入る

のか、入らんのかですね、そこも含めて。入らん

のであれば、その簡易水道の名称を入れてもらい

ます。よろしいですかね。 

 御異議はありませんでしょうか。先ほど御返事

をいただいていないところでした。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議はないというこ

とで、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（福田俊一郎）以上で、建設水道委員

会を閉会いたします。 

御協力ありがとうございました。本当にお疲れ

さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【巻末資料】 

 

閉会中の継続調査について 
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閉会中の継続調査について 

建 設 水 道 委 員 会 

（調査事項） 

１ 道路整備について 

２ 公園整備について 

３ 河川・港湾整備について 

４ 住宅政策について 

５ 都市計画事業について 

６ 土地区画整理事業について 

７ 地籍調査事業について 

８ 上下水道事業について 

９ 温泉事業について 

10 川内川改修等について 

11 南九州西回り自動車道について 

12 甑島縦貫道について 
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